
令和5年度   男女共同参画推進事業実施状況一覧

Ⅰ　誰もが生き方を尊重するまちづくり
１　”男女がともに歩むまちづくり”に向けた啓発の推進
（１）一人ひとりの個性を理解し尊重する意識の確立

事業
番号 事業名 事業の概要 担当課 令和５年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和６年度目標設定

1

男女がともに
歩むまちづく
り基本条例に
基づく啓発冊
子等の活用

「男女がともに歩むまちづくり基本
条例」の啓発冊子を、出前講座など
あらゆる機会で啓発資料として有効
に活用します。また、チラシ等の簡
単な啓発資料を適宜作成し、各種団
体に配布することで条例の周知徹底
を図ります。

男女共同参
画推進室

引き続き、ホームページへの掲
載や、講座等の機会をいかして
冊子の紹介および配布等を継続
して行い、条例の周知を行いま
す。

講座の実施時に啓発冊子（概要版）を配
布しました。

啓発冊子(概要版)以外の資料を作成する
ことが課題です。

啓発冊子について、数年に渡り配布
をされておられ、条例の周知を継続
されておられることはよいかと思い
ます。

より効果を高めるため、昨年度と同
様に「①広範囲への周知方法(web等)
検討」「②冊子紙面の新規配布先検
討」をお願いします。

課題の概要版以外の資料作成はR5年
度から継続しておられますがおり、
もし啓発冊子以外の資料作成が難し
い状況があれば、対応可能な課題へ
の変更をお願いします。

引き続き、ホームページへの掲載
や、講座等の機会をいかして冊子の
紹介および配布等を継続して行い、
条例の周知を行います。

2
男女共同参画
宣言都市関連
事業の充実

市が５年に１度主催する男女共同参
画宣言都市記念事業をはじめ、毎年
９月の男女共同参画推進月間に講演
会等を開催します。また、他部署と
連携のもと「男女がともに歩む一行
詩」の表彰や「男女がともに歩むま
ちづくり推進モデル」の推奨を実施
し、「男女共同参画宣言都市・ふく
つ」の市民への周知を促進します。

男女共同参
画推進室

「男女がともに歩むまちづく
り」の周知・啓発のため、９月
に都市宣言記念講演会を開催し
ます。講師に、コラムニストの
須藤美香さんをお招きして、
「自分らしく生きる」をテーマ
に講演会を行います。
多くのかたに参加いただけるよ
うに、広報活動を行います。

 ９月３０日（土）に都市宣言記念講演
会を開催しました。定員４０名のところ
４０名の参加がありました。広報紙、
ホームページの他にＬＩＮＥを使っての
周知を行いました。参加者からは「自分
らしくの意味が分かりました」「前向き
ポジティブに考えるきっかけになりまし
た」といった感想があり、好評でした。

　今年度は定員いっぱいとなりました
が、毎年度継続して多くの市民に参加し
ていただけいるように、また、「男女が
ともに歩むまちづくり」の周知・啓発が
さらに進むように、男女共同参画のテー
マや講師の選定に力を入れ、魅力的で、
効果的なお話をしていただける講師に依
頼をします。引き続き、広報活動も工夫
します。

R5年度から同様に、定員４０名につ
いて満席が続いており、講演会が盛
会なことは大変すばらしく思いま
す。
定員数の拡大（会場等の変更）も必
要に応じてご検討宜しくお願い致し
ます。

加えて昨年度と同様に「講演会のオ
ンライン化検討」をお願いさせてい
ただきます。

「男女がともに歩むまちづくり」の
周知・啓発のため、９月に都市宣言
記念講演会を開催します。

資料 ２
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3
男女共同参画
資料・図書の
充実

男女共同参画に関する資料や図書の
充実を図り、市民への情報提供を行
います。また、市立図書館では、市
の男女共同参画推進月間（９月）に
特設コーナーを設けます。

男女共同参
画推進室

男女共同参画指導員会議に参加
する園を対象に、子ども達に
「男女共同参画」のメッセージ
を伝えられる絵本を市図書館と
連携して、配布する取り組みを
継続して行います。

　福津市内の幼稚園・保育園１６園に男
女共同参画を伝える絵本を２冊配布しま
した。絵本の選定にあたっては、今年度
から各園から一冊ずつ提案してもらいそ
の中から選定しました。また、この取り
組みを保護者配布用のチラシ「にじい
ろ」に紹介しました。市図書館とは、都
市宣言を行った９月に合わせて、図書館
内に「男女共同参画コーナー」を設け講
演会のテーマに沿った本を紹介したり、
広報紙に図書館のおすすめとして男女共
同参画に関する書籍の紹介を掲載して、
連携しました。

今年度から各園から一冊ずつ選んでも
らった絵本の中から2冊を選定しました。
各園から提案して頂いた絵本の中には男
女共同参画の内容から少しかけ離れてい
るものもありました。今後、選定前に趣
旨をしっかりと伝えていく必要性を感じ
ました。

幼少期からの教育・環境整備は、男
女共同参画の意識向上について効果
が高く、重要な施策となると考えま
す。引き続き、適切かつ効果的な図
書選定及び対象の園への確実な配布
をお願いいたします。

他の事業で取り組まれておられるか
もしれませんが、対象年齢の拡大
（未就学児から、小学生以降の児
童）ということも念頭に、小学校な
どへの書籍配布は可能でしょうか。
可能であれば、ご検討ください。

男女共同参画指導員会議に参加する
園を対象に、子ども達に「男女共同
参画」のメッセージを伝えられる絵
本を市図書館と連携して、配布する
取り組みを継続して行います。

3
男女共同参画
資料・図書の
充実

男女共同参画に関する資料や図書の
充実を図り、市民への情報提供を行
います。また、市立図書館では、市
の男女共同参画推進月間（９月）に
特設コーナーを設けます。

郷育推進課
引き続き資料の充実を図りま
す。

一般書・児童書・絵本を含め、男女共同
参画に関する資料を、新刊書を中心に収
集した。市立図書館では男女共同参画推
進月間に特集コーナーを設けるほか、広
報ふくつの図書紹介コーナーにて関連本
の紹介を行った。

新着図書は貸出中のことが多いので、継
続的に新刊書を購入することにより、来
館者になるべく新しい情報を提供できる
ようにする必要がある。

日々新しい考え方が更新されている
領域となりますので、引き続き新刊
書を中心に、最新の情報に合わせた
書籍の選定をお願いいたします。

また、昨年度の特設コーナー対象書
籍の貸出数などを評価項目とするな
どして、市民がより興味がある領域
の書籍収集もお願いしたいです。

引き続き、継続的な資料の収集に努
めます。

4
広報やホーム
ページによる
啓発の充実

男女共同参画に関する事業や情報を
広報やホームページに掲載し、誰も
が理解しやすく、関心をもってもら
えるよう工夫します。

男女共同参
画推進室

ホームページとライン、フェイ
スブック等を積極的に活用し、
多くのかたに見ていただき、か
つ、誰もが理解しやすく、関心
を持っていただけるような情報
発信を行います。

　広報紙・ホームページ、フェイスブッ
クを活用して、事業の周知や啓発を行い
ました。また、事業の周知にあたって
は、近隣自治体のＬＩＮＥ掲載を参考
に、より市民の目に留まるように工夫し
ました。

　引き続き、他自治体の広報やホーム
ページ等を参考しながら、誰もが理解し
やすく、関心を持っていただけるような
情報発信を行います。

継続的なオンラインにおける啓発内
容の更新をされておられるようで、
引き続き広報活動をお願いいたしま
す。

FacebookやLINEなどは、掲載記事の
参照数の分析などが可能かと思われ
ます。ここ数年取り組まれた広報の
知見を生かし、分析を行うことで、
近隣自治体を参考とする以外に、福
津市に合わせた独自の工夫を行って
いただきたく、お願いいたします。

ホームページとライン、フェイス
ブック等を積極的に活用し、多くの
かたに見ていただき、かつ、誰もが
理解しやすく、関心を持っていただ
けるような情報発信を行います。
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（２）家庭・地域における男女共同参画の意識づくり
事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和5年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和6年度目標設定

5
家庭への意識
啓発の充実

家庭での教育や育児をテーマに、児
童とその家族を対象に実施する講座
を充実させ、男女共同参画の意識啓
発促進を図ります。

郷育推進課

郷育カレッジでは引き続き、子
育て分野の講座や男女共同参画
に関する講座を取り入れ、市民
への意欲啓発を図ります。

郷育カレッジにおいて子育て分野及び男
女共同参画推進講座を６講座実施しまし
た。総参加人数５５名となりました。参
加者からは楽しい体験ができて良かっ
た、子ども達との交流が楽しかったなど
の意見がありました。

引き続き、興味を引く講座設定に取り組
み、PR方法やメニューの表記内容を工夫
して開催したいと思います。カレッジの
オンライン化（リモートなど）も検討課
題として協議しています。

子育て分野及び男女共同参画推進講
座６講座への参加者は55名でした
が、目標達成数だったのかの記載が
必要だと感じます。講座としては、
親子で取り組める『男女共同参画親
子カルタ大会』は、男女共同を考え
るきっかけになるのではと思い提案
いたします。

郷育カレッジでは引き続き、子育て
分野の講座や男女共同参画に関する
講座を取り入れ、市民への意識啓発
を図ります。

6
妊婦やその家
族を対象とし
た講座の実施

妊婦やその家族を対象に妊娠中の健
康、新生児の育児についての講座を
開催し、交流や仲間づくりを支援し
ます。また働く妊婦や父親の参加を
促進するための講座を行います。

子育て世代
包括支援課

プレママパパ講座は、各種感染
症防止対策を講じながら開催す
る。
講座の中で参加者同士の交流の
きっかけを持つことができるよ
うに、自己紹介や実技を盛り込
んだ内容とする。交流会の内容
は、対象者によって適宜調整
し、シングルマザーがいる場合
は、出産や子育てに向けての内
容にするなど配慮する。またシ
ングルマザーの希望に沿って、
パートナーがいる家庭とは別に
個別指導の時間・場所を確保す
る等の配慮をする。
母子手帳発行時に講座の案内を
行い、父親にも参加してもらう
よう伝える。
R4年度：全初産婦231人のうち
17％（40人）の参加であったた
め、R5年度は20％の参加率を目
指す。

プレママパパ講座のR5年度全初産婦273
人のうち28.2％（77人）の参加であり、
目標を大きく上回る結果となった。新型
コロナが５類に移行したことや母子健康
手帳交付時に確実に妊産婦教室を案内で
きていること等から参加希望者が増加し
たものと思われる。講座参加者も夫婦だ
けにとどまらず、祖母や子ども等家族参
加型の光景もみられるようになった。シ
ングルマザーの場合は集団ではなく、個
別訪問を行うことで相談しやすい環境を
作り、実際の生活に即した指導を行うこ
とができた。

参加人数に制限があるため、参加希望者
全員を講座に参加させることはできない
場面があった。より多くの人が受講でき
るように、講座内容の見直し・講座回数
の増加を検討するとともに、講座に参加
できなくてもホームページに沐浴や赤
ちゃんの抱っこ・着替え・おむつ替えの
動画を掲載し、学べる機会を設ける必要
がある。

プレママパパ講座は、目標を上回る
２８.２％のすばらしい参加率でし
た。交流会の内容の工夫やシングル
マザーの方への配慮や個別訪問など
のきめ細かい取り組みが安心子育て
に繋がっていると感じます。また、
この講座の受講をきっかけに、相談
体制のキャッチボールが始まり、広
がっていくことを願いたいと思いま
す。

プレママパパ講座の参加率は20％を
維持する。プレママパパ講座は、よ
り多くの人が受講できるように、講
座内容の見直し・講座回数の増加を
検討するとともに、講座に参加でき
なくてもホームページに沐浴や赤
ちゃんの抱っこ・着替え・おむつ替
えの動画を掲載し、学べる機会を増
やすことを検討していく。
シングルマザーについても妊娠中期
の電話フォローの際のお誘いを検討
する。

7
地域への意識
啓発の充実

男女がともに歩むまちづくりをテー
マに親しみやすい講座等を開設し、
地域や市民グループ・団体に受講を
呼びかけます。また、「男女共同参
画地域推進員」を通じ、各郷づくり
推進協議会に講座の開催を働きかけ
ます。

男女共同参
画推進室

郷づくり推進協議会に協力を仰
ぎ、男女共同参画地域推進委員
への参加を依頼します。また、
委員には、地域において「男女
がともに歩むまちづくり」が浸
透するように働きかけていただ
くため、継続して研修の機会等
を設けます。研修時等に、推進
委員と情報交換を行い、それぞ
れの地域の実情を把握します。

　男女共同参画地域推進員会議を開催し
ました。男女共同参画社会について、固
定的役割分担意識の問題、夫婦における
家事・育児関連時間の問題、ジェンダー
ギャップ指数における国際比較について
説明を行い、福津市における男女共同参
画推進の取り組みを紹介しました。併せ
て、カードゲームの「クロスロードゲー
ム」を行い、多様な考え方があることを
体験していただきました。このほかに、
男女共同参画推進室が実施する事業を案
内し、参加を呼びかけ、出前講座の実施
についてご紹介しました。

郷づくり推進協議会の協力の下、継続し
て実施ができています。しかし郷づくり
から、講座の申込み等はないので、今後
は綸りんの協力の元、各郷づくりでクロ
スロードを行う事も考えています。

郷づくり男女共同参画推進委員によ
る地域での取り組みは今も行われて
いません。地域推進会議において、
男女共同参画社会に関わる様々な課
題について学び、クロスロードゲー
ムから多様な考え方を体験していま
す。郷づくり推進委員が各地域の中
心となって、クロスロードゲームを
行い、学びの定着を図る取り組みが
実行されますよう期待しています。

郷づくり推進協議会に協力を仰ぎ、
男女共同参画地域推進委員への参加
を依頼します。また、委員には、地
域において「男女がともに歩むまち
づくり」が浸透するように働きかけ
ていただくため、継続して研修の機
会等を設けます。研修時等に、推進
委員と情報交換を行い、それぞれの
地域の実情を把握します。

7
地域への意識
啓発の充実

男女がともに歩むまちづくりをテー
マに親しみやすい講座等を開設し、
地域や市民グループ・団体に受講を
呼びかけます。また、「男女共同参
画地域推進員」を通じ、各郷づくり
推進協議会に講座の開催を働きかけ
ます。

郷育推進課

今年度も引き続き、出前講座や
郷育カレッジのメニューに男女
共同参画をテーマとする講座を
取り入れます。
また、市民が親しみやすく、興
味を引くようなメニュー表の作
成と広報を行い、講座実施を促
します。

今年度の出前講座で男女共同参画に関す
る講座を１講座設けました。また郷育カ
レッジにおいても該当分野の講座を２講
座実施し、延べ２０名の参加がありまし
た。参加者からは、男女共同について改
めて考えるいいきっかけになったとの意
見がありました。

当日キャンセル等があり、少ない人数で
の開催となりましたが、アンケートでは
参加者からの反応は良好だったので、引
き続き興味を引く講座設定に取組み、Ｐ
Ｒ方法やメニューの表記内容について工
夫し、参加者を増やして行きます。

『男女がともに歩む○○学校』を
キャッチフレーズに、人権学習の出
前講座を期待したいと思います。各
学校、各施設などへ積極的に出かけ
て行く取り組みです。公教育の人権
学習は教師にゆだねられてきました
が、外部の専門的知識豊かな人材に
学ぶことも大切で有意義であると考
えます。

今後も引き続き、出前講座や郷育カ
レッジのメニューに男女共同参画を
テーマとする講座を取り入れます。
また、市民が親しみやすく、興味を
引くようなメニュー表の作成と広報
を行い、講座実施を促します。
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２　就学前・学校教育における男女共同参画の意識づくり
（１）児童・生徒への男女共同参画教育の推進

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和5年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和6年度目標設定

8
小・中学校に
おける男女平
等教育の推進

市内小・中学校の教職員で構成して
いる「男女平等教育推進委員」を中
心に、個人の尊厳及び人権尊重の理
念に基づく男女平等教育を総合的に
推進します。

男女共同参
画推進室

男女平等教育推進委員を通じ
て、市内小学校における「男女
共同参画学習資料」の積極的な
活用を依頼します。特に、一行
詩の作成における事前学習に
は、この資料の活用は有効であ
ると考えますので、継続して働
きかけます。有効な活用実績が
あれば、随時紹介していきま
す。また、副教材として、内閣
府男女共同参画局の小学生用教
材（1年～6年生）の「しょうた
くんとあやちゃんはどうしたら
いいのかな」を、中学生用教材
の「meandthem」を提供します。

  男女平等教育推進委員会を年間３回開
催し、男女共同参画推進室が取り組んで
いる事業について説明しました。各学校
に一行詩の取り組みや男女共同参画学習
資料や内閣府作成の男女共同参画をテー
マとした小学生、中学生向けの副教材資
料をデータで共有し、積極的な活用を依
頼しました。年度末には男女共同参画推
進状況報告書を提出していただき、各学
校での取り組みについてご報告いただき
ました。各学校、学年に応じて、様々な
学習資料や学習の機会を活用して、男女
共同参画への取り組みが実施されていま
した。

　次年度の取り組みに活用していただけ
るように、各小・中学校からの報告書を
一覧にまとめ、会議の中でご紹介しまし
た。次年度以降も引き続き取り組みま
す。

男女共同参画推進室による年3回の委
員会での働きかけによって、各学校
での資料の活用が進んだと感じま
す。また、各小中学校での発達段階
に応じた資料の活用が報告書一覧に
まとめられ、これからの人権学習に
有効活用されていくことは男女共同
参画推進室の成果です。また、報告
書一覧の作成に留まらず、課題があ
ればその改善にも取り組み、更なる
人権教育の授業実践の推進を期待し
ています。

男女平等教育推進委員を通じて、市
内小学校における「男女共同参画学
習資料」の積極的な活用を依頼しま
す。特に、一行詩の作成における事
前学習には、この資料の活用は有効
であると考えますので、継続して働
きかけます。有効な活用実績があれ
ば、随時紹介していきます。

8
小・中学校に
おける男女平
等教育の推進

市内小・中学校の教職員で構成して
いる「男女平等教育推進委員」を中
心に、個人の尊厳及び人権尊重の理
念に基づく男女平等教育を総合的に
推進します。

学校教育課

市内小中学校の職員で構成する
「男女平等教育推進委員」を中
心に、特別の教科「道徳」にお
いて異性について理解を深めた
り、人権学習において男女平等
について学ぶ機会を設けたりし
ていきます。また、全教職員が
授業等で意識的に個人の尊厳及
び人権尊重の理念に基づく男女
平等教育に取り組めるよう研修
機会を積極的につくり、総合的
に推進します。
さらに、どのくらいの学校で男
女共同参画学習の資料が使われ
たのか、またその他の使用資料
について把握し、情報共有しま
す。

全学校において、道徳の時間等を活用し
て、性に関する人権教育や異性について
の理解・性の多様性への理解などに取り
組んだ。

特になし。

小中学校での人権教育を「個人の尊
厳及び人権尊重の理念に基づく男女
平等教育」を総合的に推進し実践し
ていくためには、教職員に高いレベ
ルの人権意識が求められます。日常
の教職員どうしの関わりや会話、言
葉づかい、思いやりの言葉や行動の
中で、大人の人権意識が子供たちの
人権意識を育んでいるといって過言
ではありません。学校の中で男女と
もに、大人も子どもも一人ひとりが
大切にされる学校になることを願っ
ています。振り返りシート『私の人
権意識チェック表』の作成を期待し
ています。

市内小中学校の職員で構成する「男
女平等教育推進委員」を中心に、特
別の教科「道徳」において異性につ
いて理解を深めたり、人権学習にお
いて男女平等について学ぶ機会を設
けたりしていきます。また、全教職
員が授業等で意識的に個人の尊厳及
び人権尊重の理念に基づく男女平等
教育に取り組めるよう研修機会を積
極的につくり、授業だけでなく、
キャリア教育、学校行事や委員会活
動、部活動等全ての教育課程の中で
取り組んでいけるよう、総合的に推
進します。

9

男女共同参画
の視点に基づ
く保育・幼児
教育の推進

各保育所、幼稚園の職員で構成して
いる「男女共同参画指導員」を中心
に、男女平等と人権尊重の保育・教
育を進めます。また、保護者や地域
への理解を図ります。

男女共同参
画推進室

男女共同参画指導員を通じて、
幼稚園・保育所における「男女
がともに歩むまちづくり」の浸
透が進むように、絵本を活用し
た取り組みを依頼していきま
す。保護者に向けた働きかけと
しては、指導員紹介チラシを継
続して作成します。

　男女共同参画指導員会議を年間２回開
催しました。指導委員会の中で、男女共
同参画に関する絵本の選定を行いまし
た。選定した絵本２冊は、福津市内の幼
稚園・保育園１６園に配布して、園での
読み聞かせに活用してもらい、その後は
園で自由に読んだり、家庭へ貸し出され
たりしています。年度末には男女共同参
画の取り組みや絵本の活用状況について
ご記入いただいた報告書を提出していた
だきました。性別に関わりなく、ひとり
ひとりの個性が大切にされていることが
分かりました。また、会議の中で、保護
者配布用のチラシ「にじいろ」の作成に
取り組み、保育園・幼稚園で行う男女共
同参画の取り組みについて、周知・啓発
を行いました。

今年度は保育園・幼稚園へ男女共同参画
に関する絵本を提案してもらい、その中
から2冊を決定しました。男女共同参画の
内容と少しかけ離れている絵本もあり、
今後は選定の前に説明をしっかりする必
要があると感じています。

男女共同参画推進室による年2回の指
導員会議を行い、その中で絵本を選
定して、保幼１６園に絵本が提供さ
れています。また、絵本の活用状況
報告書の提出や保護者配布チラシ
「にじいろ」の作成、指導員紹介チ
ラシの作成などたくさんの取り組み
が継続されていてすばらしいです。
絵本の取り組みについては、読み聞
かせから発展させる新しい２つ目の
取り組みを提案したいと思います。
それは、絵本の感動を絵に表現し、
イオンなどで『男女が共に歩むま
ち』として発表しようというもので
す。１６の園の子どもたちの愛らし
い絵を通して男女共同の心が広がる
ことを期待したいと思います。

男女共同参画指導員を通じて、幼稚
園・保育所における「男女がともに
歩むまちづくり」の浸透が進むよう
に、絵本を活用した取り組みを依頼
していきます。保護者に向けた働き
かけとしては、指導員紹介チラシを
継続して作成します。
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9

男女共同参画
の視点に基づ
く保育・幼児
教育の推進

各保育所、幼稚園の職員で構成して
いる「男女共同参画指導員」を中心
に、男女平等と人権尊重の保育・教
育を進めます。また、保護者や地域
への理解を図ります。

こども課

（大和）
男女共同参画の視点に基づいた
保育・教育を日常的に行い、子
どもや保護者に対し、男女共同
参画や人権尊重の意識を啓発し
ていきます。

（大和）
クラス名簿は男女関係なく月齢順にして
います。
朝の会では全員「〇〇さん」と呼び、出
席を取っています。子どもたちもそれが
当たり前になっています。
発表会の劇では、自分がやりたい役に立
候補するので、男の子が女性の役をした
り、女の子が男性の役をしたりしていま
す。
男女共同参画推進室より毎年２冊、男女
共同参画に関係するテーマの絵本の提供
を受けており、それをクラスで読み聞か
せをしています。
また、それらの絵本が１８冊あるので、
１１月～３月の間子どもと保護者に向け
て貸し出しを行いました。のべ人数１２
４名の貸し出しがありました。
１月には男女共同参画指導員会議の会報
である「にじいろ」を全世帯に配布しま
す。

（大和）
絵本の貸し出しの後に、男女共同参画に
ついてのアンケートを取ればよかったと
思います。
来年度は実行したいと思います。

男女共同参画指導員を中心に、名前
の「さん」よび、劇の自由な役選
び、絵本の読み聞かせ、保護者への
絵本の貸し出しなど、男女共同参画
の視点に基づいた保育がしっかりな
されていることが分かります。大和
保育所さんの取り組みが中心に報告
されていますが、他１５保幼園での
取り組みについても報告を求め、男
女平等の人権意識の実態把握に努め
ていただきたいと思います。

（大和）
男女共同参画の視点に基づいた保
育・教育を日常的に行い、子どもや
保護者に対し、男女共同参画や人権
尊重の意識を啓発していきます。

9

男女共同参画
の視点に基づ
く保育・幼児
教育の推進

各保育所、幼稚園の職員で構成して
いる「男女共同参画指導員」を中心
に、男女平等と人権尊重の保育・教
育を進めます。また、保護者や地域
への理解を図ります。

学校教育課

男女共同参画指導員を中心と
し、幼稚園と連携を取りなが
ら、男女平等並びに人権尊重の
意識の芽生えを培う幼児教育の
実践を行い、そのことを保護者
や地域へ発信し、理解を得られ
るように進めていきます。

日常の遊びや生活、圓行事を通して教師
が男女共同参画の視点に基づいた環境構
成や援助を行っていくことで、幼児に性
差の認識やそれを踏まえた上での男女平
等への意識の芽生えが見られた。保護者
に対しては、男女共同参画指導員が作成
した新聞を配布し、発信することができ
た。

特になし。

保幼園における幼児教育では、男女
平等の人権に基づいた保育支援や環
境構成は具体的で専門的な知識をも
とに実践してほしと思います。きめ
細かい日常的な保育が人権意識を身
につけた思いやりのある子どもたち
を育成していくと考えます。

男女共同参画指導員を中心とし、幼
稚園と連携を取りながら、男女平等
並びに人権尊重の意識の芽生えを培
う幼児教育の実践を行い、そのこと
を保護者や地域へ発信し、理解を得
られるように進めていきます。

10

学校教育にお
ける男女共同
参画関連事業
の実施

「男女がともに歩む一行詩」の取り
組みや、デートＤＶなどについて生
徒を対象に講座等を実施するなど、
男女平等教育を推進します。

男女共同参
画推進室

男女平等教育推進委員および市
内の高校に協力をいただき、
「男女がともに歩む一行詩」の
取り組みを行います。
また、デートＤＶ防止のための
講座を、市内の高校に協力して
いただくよう依頼します。
内容やオンラインを含めた実施
方法については、学校や講師と
調整しながら、効果的な講座と
なるようにします。

　「男女がともに歩む一行詩」を市内の
小・中・高校で取り組んできただき、優
秀作品を広報紙に掲載し、人権講演会で
表彰を行いました。デートＤＶ防止講座
は市内高校の１校から実施希望があり、
９月に講座を実施しました。受講後のア
ンケートでは、「デートＤＶは意外と身
近にあるんだなと思いました。そして講
習で習ったことを生かしていきたいと思
います。」や、「付き合っている人の束
縛などもデートＤＶに入ることが驚きで
した。」といった感想がありました。

　「男女がともに歩む一行詩」の取り組
みは、各学校においても、この取り組み
が浸透しているようで、スムーズに実施
できています。
　デートＤＶ防止講座については、ＤＶ
防止に繋がるため、講座の趣旨を理解い
ただき、引き続き学校に講座実施を働き
かけていきます。

高校における「男女がともに歩む一
行詩」の取り組みは小中学校と同じ
ように定着しました。また「デート
ＤＶ防止講座」は男女平等の人権や
これからの男女のあり方について考
えるとても大切な学習です。しか
し、今高校生がそのことについてど
んな考えや疑問を持ち、どのような
ことを知りたいのか分かりません。
まず初めに実態把握やアンケートを
取り、それを基に課題解決を取り入
れた講座になる事が期待されます。

男女平等教育推進委員および市内の
高校に協力をいただき、「男女がと
もに歩む一行詩」の取り組みを行い
ます。
また、デートＤＶ防止のための講座
を、市内の高校に協力していただく
よう依頼します。内容については学
校、講師側と打ち合わせをしながら
行っていきます。
内容やオンラインを含めた実施方法
については、学校や講師と調整しな
がら、効果的な講座となるようにし
ます。

5



（２）教育・保育関係者への意識啓発の充実
事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和5年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和6年度目標設定

11
教育・保育関
係者への意識
啓発

「男女平等教育推進委員」や「男女
共同参画指導員」を通じ、教育・保
育関係者の研修の機会として、男女
共同参画に関する学習機会の情報提
供を行い参加を促進します。また、
県などが実施する人権教育研修等を
通じた意識啓発を図ります。

男女共同参
画推進室

男女平等教育推進委員会および
男女共同参画指導員会の会議を
通じて、先生方に向けて男女共
同参画関連の情報提供などを行
いながら、「男女がともに歩む
まちづくり」の理念への理解に
向けての協力を継続してお願い
していきます。

　会議を通じて、市の取り組みを説明し
たり、市が実施する講演会や講座などを
紹介し、参加を促しました。平等教育委
員会では、各小・中学校での取り組みを
一覧にし、会議の中で紹介しました。

　引き続き、市の取り組みの説明や男女
共同参画に関する情報提供を行い、男女
がともに歩むまちづくりを推進します。

「男女がともに歩むまちづくり」の
理念への理解が進んでいるという実
感はありません。男女格差が大きい
日本は積極的な取り組みが求められ
ています。宣言都市として各小中学
校や施設へののぼり旗やパネルの設
置を早急に取り組み市民に周知して
いただきますよう期待しています。

男女平等教育推進委員会および男女
共同参画指導員会の会議を通じて、
先生方に向けて男女共同参画関連の
情報提供などを行いながら、「男女
がともに歩むまちづくり」の理念へ
の理解に向けての協力を継続してお
願いしていきます。
PRとして都市宣言のパネルやのぼり
旗を活用していきます。

11
教育・保育関
係者への意識
啓発

「男女平等教育推進委員」や「男女
共同参画指導員」を通じ、教育・保
育関係者の研修の機会として、男女
共同参画に関する学習機会の情報提
供を行い参加を促進します。また、
県などが実施する人権教育研修等を
通じた意識啓発を図ります。

こども課

（大和）
男女共同参画指導員、男女平等
教育推進委員を通じて、保育所
における取り組みを年度末に報
告します。

（大和）
年に２回行われる男女共同参画指導員会
議の後に、会議で報告し、男女共同参画
の取り組みについて職員（保育士・看護
師・栄養士・給食調理員）に伝えていき
ました。

（大和）
職員全員が会議に出席しないので、報告
書を回覧しました。全員に男女共同参画
についての意図がしっかりと伝わったか
は、わかりません。
報告書についての意見、感想を取るよう
にしたいと思います。

男女共同参画指導員が会議で報告し
た内容を保育士だけでなく、看護師
や栄養士、調理員さんの全職員に伝
え、人権意識を共有して保育にあ
たっているのはすばらしいです。

（大和）
男女共同参画指導員、男女平等教育
推進委員を通じて、保育所における
取り組みを年度末に報告します。

11
教育・保育関
係者への意識
啓発

「男女平等教育推進委員」や「男女
共同参画指導員」を通じ、教育・保
育関係者の研修の機会として、男女
共同参画に関する学習機会の情報提
供を行い参加を促進します。また、
県などが実施する人権教育研修等を
通じた意識啓発を図ります。

学校教育課

市内小中学校の校長、教頭等の
研修会において男女共同参画に
おける情報提供、案内等を行う
とともに、市や県の人権教育研
修会において、教育関係者への
意識啓発を行っていきます。

市内校長研修会や市内教頭研修会におい
て、男女共同参画に関する研修会やイベ
ントなどの情報共有を行った。市や県の
人権教育研修会等を通じて、教育関係者
への意識啓発も行った。

特になし。

学校教育に携わる先生方への平等人
権に関わる情報共有や研修会などは
しっかり行われていると思います。
しかし、管理職の先生方を含め、お
一人おひとりの先生方の人権に対す
る認識は十分とは言えない事象が教
育現場で起こっているようです。人
権侵害や差別には色々あり、様々で
す。子どもと子ども、子どもと教
師、教師と教師その関係の弱い立場
の子どもや人をキャッチし寄り添う
ことができるような取り組みぜひ構
築して頂きたいです。

市内小中学校の校長、教頭等の研修
会において男女共同参画における情
報提供、案内等を行うとともに、市
や県の人権教育研修会において、教
育関係者への意識啓発を行っていき
ます。

12
男女平等教育
推進状況の把
握

道徳をはじめとする各教科、総合的
な学習の時間、特別活動、生徒指
導、混合名簿の使用状況等、男女平
等に基づいた教育施策の実施状況に
ついて毎年調査します。

男女共同参
画推進室

男女共同参画指導員、男女平等
教育推進委員を通じて、幼稚
園・保育所・小学校・中学校に
おける取り組みを年度末に報告
していただくように依頼しま
す。また、幼稚園、保育園の報
告を一覧表にします。

　各幼稚園・保育園および学校での取り
組み状況について、年度末に報告書が提
出されました。報告書により、各園、各
学校で工夫をしながら男女共同参画に取
り組まれていることが分かりました。

一覧表作成は来年度の委員会で了承を得
て作成し、配布等を行っていきます。

保育所・幼稚園・小中学校における
男女平等に基づいた教育施策の実施
状況の報告書一覧表は次年度の取り
組みの参考となります。この一覧表
の内容が教育関係者だけではなく一
般の私達も自由にネット検索できま
すよう希望します。

男女共同参画指導員、男女平等教育
推進委員を通じて、幼稚園・保育
所・小学校・中学校における取り組
みを年度末に報告していただくよう
に依頼します。今年度からは幼稚
園、保育園の報告を一覧表を配布し
活用していきます。

12
男女平等教育
推進状況の把
握

道徳をはじめとする各教科、総合的
な学習の時間、特別活動、生徒指
導、混合名簿の使用状況等、男女平
等に基づいた教育施策の実施状況に
ついて毎年調査します。

学校教育課

道徳や特別活動などの学習時間
に望ましい人間関係に関する内
容が計画・実践・評価されてい
るかどうかを、学校訪問や教育
課程実施状況調査を通じて確認
し、指導や意識の共有化を行い
ます。

道徳や特別活動などの学習時間に望まし
い人間関係に関する内容が計画・実践・
評価されているかどうかを、学校訪問等
において確認した。どの学校も適切に位
置づけられていた。

特になし。

男女平等に基づいた人権教育は、全
ての教育課程で行うことができま
す。一行詩や人権作文、人権標語、
人権ポスターなどの取り組みは定着
し、人権教育の基となる大切な学習
になっています。また、道徳や特別
活動においては、よりよく生きるた
めの心のあり方や人間関係を学んで
います。近年、小中学校においては
若い先生方が活躍されていますが、
指導方法や子どもとの関係に学びや
教えを必要としているのではないで
しょうか。学校訪問や教育課程実施
状況調査では、一人ひとりの先生方
の内面にまで目を向けていただき、
指導や意識の共有化を図っていただ
きたいと思います。

道徳や特別活動などの学習時間に望
ましい人間関係に関する内容が計
画・実践・評価されているかどうか
を、学校訪問や教育課程実施状況調
査を通じて確認し、指導や意識の共
有化を行います。
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13
男女共同参画
に関する学習
資料の活用

学校と連携のもと、市内小・中学校
での総合的な学習の時間等におい
て、男女共同参画学習資料の活用を
促進します。また、社会状勢に応じ
て、定期的に改訂していきます。

男女共同参
画推進室

男女平等教育推進委員を通じて
小・中学校における学習資料の
活用を依頼していきます。ま
た、内閣府作成の小学生用、中
学生用の男女共同参画をテーマ
にした副教材を紹介します。有
効な活用事例等があれば、紹介
していきます。

　男女平等教育推進委員会で「男女共同
参画学習資料」のほかに、内閣府作成の
男女共同参画をテーマとした小学生、中
学生向けの副教材資料を配布し、学習資
料として授業などで活用していただくよ
う依頼しました。

　引き続き、市が作成している学習資料
は小学校高学年用であるため、内閣府等
が作成している学習資料を副教材として
紹介します。また、各学校で活用してい
る教材が他にあれば、その紹介を行いま
す。

総合的な学習に人権教育を位置づ
け、「男女がともに歩む一行詩」の
取り組みが小中高せ生の子どもたち
に継続定着していることはすばらし
いです。優秀作品の選定にあたって
は、詩から受け取る内容をていねい
に読み取り選定を行うよう学校に要
請をお願いします。

男女平等教育推進委員を通じて小・
中学校における学習資料の活用を依
頼していきます。また、内閣府作成
の小学生用、中学生用の男女共同参
画をテーマにした副教材を紹介しま
す。有効な活用事例等があれば、紹
介していきます。

13
男女共同参画
に関する学習
資料の活用

学校と連携のもと、市内小・中学校
での総合的な学習の時間等におい
て、男女共同参画学習資料の活用を
促進します。また、社会状勢に応じ
て、定期的に改訂していきます。

学校教育課

市校長研修会において、総合的
な学習の時間などにて学習資料
を活用していくよう働きかけて
いきます。
また、実践ができているかを学
校訪問を通じて確認し、指導を
行います。

市校長研修会において、人権啓発事業や
男女共同参画推進の取組についての情報
共有の機会を設けた。学校訪問を行い、
全ての小・中学校において、人権教育全
体計画が作成され、教科・領域における
具体的方策が示されていることを確認し
た。

特になし。

各小中学校の先生方は、人権教育の
全体計画の基、学習資料の活用を図
り、授業実践に努めています。しか
し、子どもたちの人権意識の課題は
学校によって様々です。人権意識の
実態に即した授業実践が行われます
よう期待しています。

市校長研修会において、総合的な学
習の時間などにて学習資料を活用し
ていくよう働きかけていきます。
また、実践ができているかを学校訪
問を通じて確認し、指導を行いま
す。
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Ⅱ　みんなが支えあう地域づくり
１　市民共働による地域づくりの促進
（１）男女共同参画の視点に立った慣習・慣行の見直し

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和5年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和6年度目標設定

14
地域活動を担
う団体への啓
発推進

自治会や子ども会育成会、ＰＴＡ等
の地域を担う団体に対して、男女共
同参画に関する情報や学習機会を提
供するなどし、地域活動での男女共
同参画を推進します。今後は、各団
体に直接働きかけ、出前講座の開催
などを促進します。

男女共同参
画推進室

男女共同参画地域推進委員など
を通じて、市の出前講座の利用
を促したり、「綸りん」と連
携・協力したりして、啓発の機
会を確保していきます。

　１月に郷育カレッジ講座を実施したほ
か、ふくつ男女共同参画協議会「綸り
ん」が行う活動を支援しました。
　今年度は、各講座に地域推進員に呼び
かけ講座に参加していただきました。

　ふくつ男女共同参画協議会「綸りん」
の活動に協力したり、地域推進員会議で
出前講座の呼びかけを行ったりなど、地
域に「男女がともに歩むまちづくり」の
取り組みが推進されるように啓発の機会
を確保していきます。

市役所として主体的に取り組む姿勢
が見られない。地域課題と捉え、自
治会組織を活用し、毎月1回開催され
る｢郷づくり協議会｣の場で、各自治
会長に地域住民への啓発・浸透を依
頼し、次回以降、自治会長に状況報
告してもらう。

男女共同参画地域推進委員などを通
じて、市の出前講座の利用を促した
り、「綸りん」と連携・協力を依頼
し、啓発の機会を確保していきま
す。

15
「男女共同参
画地域推進
員」との共働

地域における男女共同参画を積極的
に推進するため、「男女共同参画地
域推進員」の設置を継続し、委員を
通じた各郷づくり推進協議会への出
前講座を開催します。

男女共同参
画推進室

男女共同参画地域推進員の会議
の中で、市の出前講座の利用を
促したり、「綸りん」と連携・
協力したりして、啓発の機会を
確保していきます。

　９月の男女共同参画地域推進員会議で
「クロスロードゲーム」を実施し、郷づ
くり推進協議会で出前講座実施を呼びか
けました。

　地域推進員会議で、出前講座の紹介な
どを行っているが、実施に繋がらない事
が今後の課題です。

市役所として主体的に取り組む姿勢
が見られない。地域課題と捉え、自
治会組織を活用し、毎月1回開催され
る｢郷づくり協議会｣の場で、各自治
会長に地域住民への啓発・浸透を依
頼し、次回以降、自治会長に状況報
告してもらう。

男女共同参画地域推進委員などを通
じて、市の出前講座の利用を促した
り、「綸りん」と連携・協力を依頼
し、啓発の機会を確保していきま
す。

（２）地域活動・交流の促進
事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和5年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和6年度目標設定

16
男性を対象に
した講座の実
施

男性を対象に、性別にとらわれない
自分らしい生き方を見つけるための
講座を実施し、地域活動への積極的
参加を促進します。また、世代間交
流にも取り組みます。

男女共同参
画推進室

「プレパパ講座」を子育て世代
包括支援課と連携して行いま
す。終了後に会議を行い、その
都度、実施したことについて見
直しを行います。今後も取り組
みを継続し、啓発していきま
す。

 「プレパパ講座」を計６回実施し、実
施し、男性の育児参画の必要性を伝える
ことができました。

　今後も「プレパパ講座」を継続して実
施し、男性の育児参画の必要性を伝え、
ワーク・ライフ・バランスが進んでいく
よう取り組んでいきます。

市役所として主体的に取り組む姿勢
が見られない。地域課題と捉え、自
治会組織を活用し、毎月1回開催され
る｢郷づくり協議会｣の場で、各自治
会長に地域住民への啓発・浸透を依
頼し、次回以降、自治会長に状況報
告してもらう。

「プレパパ講座」を子育て世代包括
支援課と連携して行います。今年度
から講座回数が１回増え7回になり
ます。終了後に会議を行い、その都
度、実施したことについて見直しを
行い次回からの講座に反映させてい
きます。今後も取り組みを継続し、
啓発していきます。

16
男性を対象に
した講座の実
施

男性を対象に、性別にとらわれない
自分らしい生き方を見つけるための
講座を実施し、地域活動への積極的
参加を促進します。また、世代間交
流にも取り組みます。

いきいき健
康課

・男性料理教室のリピーターを
増やす
・男性料理教室の新規参加者を
増やす
・料理教室の案内をSNSで周知す
る

・男性料理教室は年2回開催し、1回目終
了後、2回目の日程・テーマを周知し
た。1回目参加者17名のうち4名を継続参
加に繋げることができた。
・男性料理教室の新規参加者を増やすた
めに、案内ポスターの掲示や他の事業で
周知し、延べ17人の新規参加者を獲得で
きた。
・市公式SNSを見て料理教室に申し込ん
だ参加者は延べ11人だった。

・定員に対して参加者充足率が約60％と
少ない状況である。案内ポスターの掲示
や他の事業での周知を拡大し、新規参加
者の獲得に努める。また、継続参加者を
増やすために、料理教室後、次回の教室
案内のチラシを配布する。

市役所として主体的に取り組む姿勢
が見られない。地域課題と捉え、自
治会組織を活用し、毎月1回開催され
る｢郷づくり協議会｣の場で、各自治
会長に地域住民への啓発・浸透を依
頼し、次回以降、自治会長に状況報
告してもらう。

・料理教室の参加率70％以上を目指
す。

17

「ふくつ男女
共同参画協議
会（綸り
ん）」との共
働

男女がともに歩むまちづくりに積極
的に関わる意欲のある市民やグルー
プ・団体で構成される「ふくつ男女
共同参画協議会（綸りん）」と連携
し、男女共同参画推進事業を行う際
の共働体制づくりに努めます。

男女共同参
画推進室

「綸りん」が取り組む「クロス
ロードゲーム」の運営を引き続
き支援し、協力体制を構築して
地域における「男女がともに歩
むまちづくり」の浸透を行いま
す。

防災等をテーマに、「クロスロード」の
手法を使用した郷育カレッジ講座の開催
に取り組みました。また、他市との交流
会で「クロスロード」を実施し、他市か
ら「クロスロード」の講師の依頼があり
ました。参加者からの感想は、良好でし
た。

「綸りん」の会員さんは、自主的に講座
内容を検討されており、特に課題・問題
はありません。

市役所として主体的に取り組む姿勢
が見られない。地域課題と捉え、自
治会組織を活用し、毎月1回開催され
る｢郷づくり協議会｣の場で、各自治
会長に地域住民への啓発・浸透を依
頼し、次回以降、自治会長に状況報
告してもらう。

「綸りん」が取り組む「クロスロー
ドゲーム」の運営を引き続き支援
し、協力体制を構築して地域におけ
る「男女がともに歩むまちづくり」
の浸透を行います。
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18
ボランティア
活動支援の拡
充

ボランティア活動支援システム（V-
net）や市広報を活用し、活動意欲の
ある人たちが、さまざまな分野でま
ちづくり活動に関われる環境づくり
を進めます。また、ボランティア団
体の交流や情報発信の機会を充実さ
せます。

地域コミュ
ニティ課

１．市未来共創センターのコー
ディネート力向上
総合窓口を務める市職員と、専
門的な相談役を務めるNPO法人
（業務の一部受託）との連携を
強化しながら、センター全体で
のコーディネート力を強化しま
す。

２．情報収集力の強化
センターへ届く情報のみなら
ず、積極的にセンター外に出向
き、市内外の関連情報収集に努
めます。

３．継続的な施設情報発信
市の有するメディア、センター
のホームページ・SNSを用いて、
情報発信を継続します。

1.市未来共創センター職員のコーディ
ネート力を向上させるため、相談対応の
研修などを7回実施した。センターへの
相談対応件数は延べ210件（R6.2月末現
在/昨年度180件）となった。

2.情報収集力に関しては、登録団体や郷
づくりの情報をはじめ市民活動情報の収
集強化に努めた。その他、市内で市民活
動をされている団体へのヒアリングも実
施した（2月末現在、計54件）。

3.未来共創センターの施設をより多くの
市民に発信するため、広報特集やSNS等
で延べ373件（R6.2月末現在/昨年度延べ
119件）発信した。また「ふくつプレイ
ヤーズ（センター公式LINE）」を1月よ
り開始し、222名の登録者（R6.2月末現
在）に情報を定期発信している。

上記に加え、以下のことも実施した。
≪郷づくり関係≫代表者会議へ1回、事
務局員会議へ4回参加し、センター概要
や講座・イベントをはじめ、情報共有を
行った。

・未来共創センターへの相談は数の増加
に加え、相談内容も多様化している。そ
のため、職員のコーディネート力のさら
なる向上が必要となっている。

・情報収集力に関して、特にボランティ
ア情報に関しては、未だセンターの拠点
へ届く情報待ちとなっている傾向となっ
ている。

・昨年度と比較すると、未来共創セン
ターの認知度が向上しているものの、ま
だ市民への認知度が低い。

男女共同参画の視点からは

特になし

１．市未来共創センターのコーディ
ネート力向上
総合窓口を務める市職員と、専門的
な相談役を務めるNPO法人（業務の
一部受託）との連携を強化しなが
ら、センター全体でのコーディネー
ト力を強化します。

２．情報収集力の強化
センターへ届く情報のみならず、積
極的にセンター外に出向き、市内外
の関連情報収集に努めます。

３．継続的な施設情報発信
市の有するメディア、センターの
ホームページ・SNSを用いて、情報
発信を継続します。ホームページが
4月より一新するため、より多くの
方に対し、情報が伝わりやすい媒体
となるよう、情報を整理する。

9



２　男女共同参画の視点に立った地域防災の促進【新】
（１）地域での防災体制の充実

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和5年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和6年度目標設定

19
地域での支え
合い体制の整
備

男女共同参画の視点で、自助、共助
の大切さを理解し、地域内で助け合
う環境づくりを進めます。

防災安全課

昨年度は、全市一斉防災訓練を
３年ぶりに通常の規模で実施す
ることができた。今年度は、よ
り迅速な避難と参加人数の回復
を目指します。

一斉防災訓練の任意訓練については、い
くつかの地域で積極的な取り組みによ
り、参加者数が増加しました。

訓練実施日を事前にお知らせしていて
も、訓練に参加できない学校がありまし
た。

自治会組織を活用し、毎月1回開催さ
れる｢郷づくり協議会｣の場で、各自
治会長に、自治会が管理する防災用
品に女性用品を含めるよう依頼す
る。

一斉防災訓練に加え、イオンモール
等での訓練を実施する予定であり、
市民参加の機会を増やすことによ
り、自助、共助の大切さを理解し、
地域内で助け合う環境づくりを進め
ます。

20
女性消防団の
充実

防災教育や防火啓発などを中心に活
動を行い、女性が地域防災の担い手
として活躍できる防災組織の充実を
図ります。

防災安全課

　女性消防班はコロナ感染症感
染拡大防止のため、活動の場が
ありませんでしたが、定期的に
会議や研修で学んだことを、消
防訓練等の機会を活かし、活躍
の幅を広げることを目指しま
す。

イオンモールで11月、3月に啓発活動を
実施しました。

その他、地域からも協力依頼があったも
のの、視察研修と重なり、お断りせざる
を得ない場合もありました。

男女共同参画の視点からは

特になし

女性消防団をPRし、市主催の訓練以
外に活躍の場を広げ、女性が地域防
災の担い手として活躍できる防災組
織の充実を図ります。

３　国際理解・交流の推進
（１）国際的視野を持った人材の育成

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和5年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和6年度目標設定

21
国際規範・基
準に関する学
習機会の充実

男女共同参画市民講座において、女
子差別撤廃条約をはじめとする国際
規範・基準に関する学習機会や情報
を提供し、国際的視野に立った人材
育成を図ります。

男女共同参
画推進室

郷育カレッジ講座や出前講座の
中で、国際的に見た日本の男女
共同参画や福津市の状況につい
て取りあげ、参加者の気付きを
促すような講座運営ができるよ
うに、継続していきます。まず
は、小中学校の先生で構成され
る平等教育委員会の中でジェン
ダーの働きかけを行っていきま
す。

地域推進員会議や郷育カレッジ講座等で
国際比較（GGI）に関する項目を取り上
げ、参加者に伝えました。

ジェンダーギャップ指数（GGI）では特に
政治分野・経済分野が低い状況であるこ
とがわかっています。講座以外にも広報
紙等の活用が課題です。今年度は掲載予
定です。

男女共同参画の視点からは

特になし

郷育カレッジ講座や出前講座の中
で、国際的に見た日本の男女共同参
画や福津市の状況について取りあ
げ、参加者の気付きを促すような講
座運営ができるように、継続してい
きます。まずは、小中学校の先生で
構成される平等教育委員会の中で
ジェンダーの働きかけを行っていき
ます。

22
女性海外研修
事業の周知・
参加促進

福岡県女性海外研修事業「女性研修
の翼」の周知・情報提供を行い、市
民の参加を促すことで、国際的視野
を持つ女性リーダーの育成を図りま
す。

男女共同参
画推進室

「女性研修の翼」事業はすでに
終了していますので、海外研修
事業の機会は現状としてありま
せんが、市内の「翼の会」のメ
ンバーと協力しながら、男女共
同参画の周知・啓発に引き続
き、取り組みます。

福岡県「女性研修の翼」の事業が終了し
ましたので、現状として海外研修の機会
がなくなっていますが、過去に同事業に
参加されたみなさんが、「福津市翼の
会」として年に一度、市長訪問を行って
います。男女共同参画推進室では市長訪
問に当たっての事前のアンケート調査に
回答し、市長訪問の際のアンケート調査
を基にした質疑に対応しています。

特になし。
男女共同参画の視点からは

特になし

「女性研修の翼」事業はすでに終了
していますので、海外研修事業の機
会は現状としてありませんが、市内
の「翼の会」のメンバーと協力しな
がら、男女共同参画の周知・啓発に
引き続き、取り組みます。
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（２）国際交流活動の支援
事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和5年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和6年度目標設定

23
国際理解教育
の推進

学校や地域で、ともに理解し、学習
しあう国際理解教育のひとつとし
て、ＡＬＴをはじめ外国の人たちと
の交流の機会を設けます。

学校教育課

市内の児童生徒とALTとの活動等
を通し、会話の機会を確保する
等の工夫をしながら、生きた英
語や異文化に触れさせることで
国際感覚やコミュニケーション
能力を養い、国際的視野を広げ
させていきます。教育支援セン
ターにもALTを派遣し、英語に触
れ、学ぶ機会を設けます。
また、各校年に1回ずつ市内の
ALTの全員配置日を設け、模擬海
外体験を行うことにより、日ご
ろの授業の成果を確認します。
さらに、市主催のイングリッ
シュキャンプを行い、より実践
的な交流を行う場を設けます。

市内小・中学校及び教育支援センターに
もALTを配置したり、各校にALT全員配置
日を設けたりすることで、日頃から子ど
もたちが英語でALTとコミュニケーショ
ンができる環境を整えている。
市主催のイングリッシュキャンプでは、
模擬海外体験を行い、日頃の授業の成果
を発揮する様子が見られた。

特になし。
男女共同参画の視点からは

特になし

市内の児童生徒とALTとの活動等を
通し、会話の機会を確保する等の工
夫をしながら、生きた英語や異文化
に触れさせることで国際感覚やコ
ミュニケーション能力を養い、国際
的視野を広げさせていきます。教育
支援センターにもALTを派遣し、英
語に触れ、学ぶ機会を設けます。
また、各校年に1回ずつ市内のALTの
全員配置日を設け、模擬海外体験を
行うことにより、日ごろの授業の成
果を確認します。
さらに、市主催のイングリッシュ
キャンプを行い、より実践的な交流
を行う場を設けます。

24
市内在住の外
国人への支援

市内在住の外国人に対する日本語教
室を支援するなど、外国人が安心し
て暮らせる環境づくりと市民との交
流機会の提供に努めます。

地域コミュ
ニティ課

日本語教室をはじめ、国際交流
を促す活動を実施している団体
への、市未来共創センターから
の支援を継続します。また、庁
内の関連部署と連携し、共働の
取組みを進めます。

未来共創センターの登録団体に対し、年
間を通じて、会議室等の設備提供や、団
体活動の情報発信及び情報提供を行っ
た。
令和5年度も前年同様、日本語教室実施
団体が、市補助金（住みよいまちづくり
推進企画活動補助事業）の交付決定を受
け、活動費の一部に対して、活動補助及
び関係部署と連携した支援に取組んだ。

・日本語教室実施団体について、受講を
希望する生徒が多く、キャンセル待ちが
複数いる状況にある。団体の現状ではす
べてを受け入れられない状況にある。ま
た、当該団体への市補助金の交付最終年
度が令和5年度であり、来年度以降は補助
金なしでの運営をする必要性がある。

・未来共創センターでは、外国人への支
援に取り組む市民活動者及び団体への伴
走支援に取り組んでいる。伴走支援とい
う性質上、市民活動者及び団体の主体性
を重視した支援であるため、外国人への
支援は間接支援となっている。

男女共同参画の視点からは

特になし

日本語教室実施団体をはじめ、国際
交流を促す活動を実施している団体
への、市未来共創センターからの支
援を継続します。各団体の状況や意
思を優先しながら、団体に寄り添っ
た支援を行います。また、各団体が
関係する庁内部署と連携し、共働の
取組みを進めます。
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Ⅲ　仕事と家庭・地域生活が両立できる環境づくり
１　男女共同参画の視点に立った家庭生活支援の促進
（１）ワーク・ライフ・バランスの促進

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和5年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和6年度目標設定

25
ワーク・ライ
フ・バランス
の推進

仕事と生活の両立を図るため、ワー
ク・ライフ・バランスの推進に向け
た情報提供や啓発を行います。

男女共同参
画推進室

ワーク・ライフ・バランスの推
進に向けて、広報紙等で取りあ
げたり、郷育カレッジ講座等で
取りあげたりするなどして、引
き続き広く市民へ周知を図りま
す。

プレパパ講座の中で育休取得やワーク・
ライフ・バランスの話題を取り上げまし
た。

市民への啓発活動だけでなく、事業所へ
の働きかけも継続していきます。

昨年度から継続して事業所への働き
方をお願いいたします。世間でも男
性育休の取得率がここ近年増加する
など、父親の育児に対する意識も変
わっており、企業もその流れを意識
している状況かと思われます。
是非とも市の後押しで福津市に拠点
がある事業所との協同事業等をご検
討ください。

ワーク・ライフ・バランスの推進に
向けて、広報紙、郷育カレッジ講座
等で取りあげるなどして、引き続き
広く市民へ周知を図ります。

26
男性を育児参
加に促す機会
の充実

ブックスタート事業やおはなし会な
どの機会を通して、家庭での読み聞
かせの推進、男性の育児参加の促進
を行います。

郷育推進課
引き続き開催形態やPR方法を工
夫し、男性が参加しやすい事業
を増やします。

今年度の出前講座で男女共同参画に関す
る講座を１講座設けました。また郷育カ
レッジにおいても該当分野の講座を２講
座実施し、延べ２０名の参加がありまし
た。参加者からは、男女共同について改
めて考えるいいきっかけになったとの意
見がありました。

当日キャンセル等があり、少ない人数で
の開催となりましたが、アンケートでは
参加者からの反応は良好だったので、引
き続き興味を引く講座設定に取組み、Ｐ
Ｒ方法やメニューの表記内容について工
夫し、参加者を増やして行きます。

出前講座ではR5年度とは異なる取り
組みをされておられ、事業の幅が広
がっていると感じます。

家庭での読み聞かせは、親子のきず
なを深める良い取り組みの一つだと
思われます。こちらにより多くの男
性の参加ができるよう、引き続き取
り組みをお願いします。

男性参加者の興味は何かについて、
ポイントを検討いただき、次年度に
生かしていただけますようお願いし
ます。

引き続き開催形態・内容およびPR方
法を工夫し、男性が参加しやすい事
業を増やします。
現在保護者の統計を取っていない子
ども主体のイベントについても、保
護者の男女比を控えます。

27
父親の子育て
に関する学習
会の開催

父親が子育てに関心を持つよう、学
習会や講座を開催するなど、父親の
ための情報提供を充実します。

こども課

（大和）
０・１・２歳児の父親を対象と
した講演と触れ合い遊びを実施
する。この事業は７年目とな
り、参加人数も年々増えてい
る。父親同士の交流会となり好
評を得ている。初めての子育て
の父親の悩みを共有したり、触
れ合い遊び等での父親の子育て
の参考になっている。また、支
援センターの男性保育士とパパ
の講座にも男性職員を保育所か
ら出して好評なので、引き続き
行いたい。

（なかよし）
今後もなかよしルームのおも
ちゃの環境を整え、父親が子ど
もと関わって十分に遊べるよう
にします。今年度は0歳と父親と
子どもが参加する講座の回数を1
回増やし、0歳を2回、1歳を1回
実施します。子どもとわらべ歌
遊びを楽しんだり、父親同士が
交流できるようにします。

（大和）
７月８日(土)に０・１・２歳児の父親を
対象とした「パパの会」を開催します。
１０名参加します。前半は子育て座談会
を行い「子育ての悩み」について話しあ
います。後半は親子触れ合い遊びを行い
ました。給食室よりその日の献立であっ
た親子丼の試食提供もあり、好評でし
た。
７月２２日（土）にはなかよしにて「男
性保育士とパパぴよタイム」を開催しま
す。６組の親子が参加します。

（なかよし）
０歳の子どもと父親が対象の「パパと一
緒のぴよぴよタイム」を6月と12月に年2
回実施し、合計で親子13組の参加があり
ました。
1歳の子どもと父親が対象で、大和保育
所の男性保育士を講師に招いた「男性保
育士とパパぴよタイム」を7月に年1回実
施し、6組の参加がありました。
父親同士で情報交換をしたり、子育ての
悩みを話し合ったりして交流を深めまし
た。

（大和）
「パパの会」開催後に集まれる機会がな
く、その後の父親同士のつながりにまで
は発展できていません。
そのため、今後は保護者が参加しやすい
よう複数回開催したり、年齢を０・１・
２歳の保護者に限定しない（３・４・５
歳児の保護者の参加もいいとする）など
改善を行っていきたいと思います。

（なかよし）
12月中旬に0歳と父親を対象に行った「パ
パと一緒にぴよぴよタイム」が参加組数
が4組で少なかったのが課題です。
令和6年度は12月上旬に実施予定です。

本事業は8年目を迎えるということ
で、事業の定着が進んでいるように
思われます。事業開始当初とは世の
中の男性の育児参加も意識が醸成さ
れているかと思いますが、まだまだ
育児参加に消極的な男性も多いかと
思われます。そのような男性がより
多く本事業に参加できるよう広報周
知に工夫をいただきたいと思いま
す。

（大和）
０・１・２歳児の父親を対象とした
「パパの会」を実施します。
なかよしにて「男性保育士とパパぴ
よタイム」を引き続き行います。

（なかよし）
未就学の乳幼児と保護者が利用する
子育て支援センター「なかよし」で
は、令和6年度も0歳と父親が対象の
「パパと一緒にぴよぴよタイム」を
6月と12月の年2回、実施します。1
歳と父親を対象に大和保育所の男性
保育を講師に招いて、「男性保育士
とパパぴよタイム」を7月に年1回、
実施します。定員はそれぞれ10組
で、7組以上の参加を目指します。

27
父親の子育て
に関する学習
会の開催

父親が子育てに関心を持つよう、学
習会や講座を開催するなど、父親の
ための情報提供を充実します。

子育て世代
包括支援課

プレママパパ講座は、各種感染
症防止対策を講じて開催する。
父親も育児の知識を深め関心が
もてるように、情報提供だけで
なく体験型（妊婦体験・赤ちゃ
んの抱っこ等）の内容を増や
す。
母子手帳の発行時や妊婦電話訪
問を活用し、父親にも参加して
もらうよう伝える。

体験型を盛り込むことで、実際に体感で
き、楽しみながら知識や理解を深めるこ
とができた。
講座についても父親からの問い合わせが
多く、意欲的に参加したい父親が増えて
きている。

現在、父親支援は主に母子健康手帳交付
時、プレママパパ講座時と限定的であ
る。今後は産後や育休中の父親への支援
の機会も積極的に作る必要がある。

R6年度はこれまでになかった「ふく
パパ」ページを新設されるなど積極
的な広報活動を実施されているよう
で、男性の子育てへの関心の増進に
寄与されておられると思われます。

R5年度は講座に関するアンケートを
取得されて活動の改善へ生かされて
いましたが、R6年度のふくパパペー
ジについても、対象者の意見を収集
いただき、改善に努めていただけま
すようお願いいたします。

子育て支援ガイドブックへ「ふくパ
パ」ページを新設。福津市で子育て
をしているお父さんのリアルな声、
講座情報、相談窓口、育児休業、子
育ておすすめスポットを掲載し、父
親への子育て支援を拡大していく
きっかけとする。
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28
介護に関する
講座の実施

介護予防・家族介護教室、認知症介
護教室等を開催し、介護技術の習得
や介護に対する理解を深めるととも
に、男性の参加を促進します。

高齢者サー
ビス課

介護予防・家族介護教室、認知
症介護教室等を開催し、一方の
性に偏ることなく、男女ともに
介護への理解が可能になるよう
働きかけを行います。
休日に、大型ショッピングモー
ルにて認知症啓発活動・講座を
開催することにより、老若男女
関係なく、学びの場を設けま
す。情報コーナーに介護や認知
症に関するリーフレットを設置
することにより、認知症のこと
を「知ってもらう」きっかけを
つくります。

また、市内の小中学校で認知症
サポーター養成講座を継続的に
行い、高校でも認知症や介護に
対する理解を広めていきます。
相手のニーズに応じて講座内容
を変更することによって、より
一層、認知症の理解を深めるよ
うにします。

大型ショッピングモールにて認知症啓発
活動を三部構成にて実施しました。一部
は認知症サポーター養成講座（参加者65
名）、二部は認知症当事者の座談会（参
加者56名）、三部は認知症とお口の管理
の関係性（参加者40名）でした。前年度
に引き続き事前予約制でしたが、当日飛
び入り参加の方もおり、昨年と比較する
と参加しやすい環境づくりが出来たと感
じました。イベント参加者の声として
「寸劇で認知症の具体例を観ることで症
状の理解がしやすかった」「認知症当事
者の方の話を聞くことで認知症に対する
イメージが変わった」等の声がありまし
た。老若男女年齢層を問わず、認知症等
に関する啓発活動を実施することができ
ました。

市内の小中学校では今年5年度1,539名の
学生の方が受講をしており、多くの認知
症サポーターを養成することができまし
た。

令和４年度も大型ショッピングモールに
て認知症啓発のためのイベントを実施し
ましたが、会場となるホール以外での啓
発活動において、認知症啓発のためのイ
ベントであることが伝わりにくかった点
が課題として見えました。
また、イベントの参加についてはコロナ
禍であることから事前予約制で実施しま
したが、当日参加についても座席に余裕
がある場合は受け付けることとしていま
した。しかし、講演を行う際には声が
ショッピングモール内に漏れることがな
いよう、会場であるホールを締め切るた
め、当日参加率は非常に低い結果となり
ました。以上から、実施にあたって多方
面で工夫が必要と考えます。

昨年に引き続き大型ショッピング
モールでのイベント開催では、参加
しやすい環境ということで効果的か
と思われます。数多くの方、また年
齢層も幅広い方へリーチできるよ
う、参加呼びかけについては引き続
き工夫の継続をお願いいたします。

問題点・課題が昨年のR5年度と2年連
続で変わっていないようです。難し
い点かと思われますが、問題点を整
理いただき、細かなところから講座
参加への呼びかけ方法について改善
をお願いいたします。

介護予防・家族介護教室、認知症介
護教室等を開催し、一方の性に偏る
ことなく、男女ともに介護への理解
が可能になるよう働きかけを行いま
す。
休日に、大型ショッピングモールに
て認知症啓発活動・講座を開催する
ことにより、老若男女関係なく、学
びの場を設けます。情報コーナーに
介護や認知症に関するリーフレット
を設置することにより、認知症のこ
とを「知ってもらう」きっかけをつ
くります。

また、市内の小中学校で認知症サ
ポーター養成講座を継続的に行い、
高校でも認知症や介護に対する理解
を広めていきます。
相手のニーズに応じて講座内容を変
更することによって、より一層、認
知症の理解を深めるようにします。

（２）多様な家庭生活に対応した子育て支援
事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和5年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和6年度目標設定

29
子育て支援事
業の充実

子育て支援センター機能の充実を図
り、就学前児童及びその保護者等の
遊びや交流の場を提供する子育て支
援事業を積極的に推進します。ま
た、ファミリー・サポート・セン
ター事業の周知に努め、利用の促進
を図ります。

こども課

（なかよし）
子育て支援センターでは、今後
も未就学児の遊びの場や保護者
の交流・学びの場を提供し、子
育て支援事業を積極的に推進し
ます。ファミリー・サポート・
センター事業は広報・ポスター
等で周知します。今年度もおね
がい会員の希望者には随時、講
習会を実施します。その後、
ファミリー・サポート・セン
ターのアドバイザー、まかせて
会員、おねがい会員の三者で事
前打ち合わせを行い、すぐに活
動につながるように取り組んで
いきます。

(なかよし）
「ぴよぴよタイム」等の予約が現時点で
は予約システムからはできません。
ファミリー・サポート・センター事業で
は、現在は活動に対応はできているもの
の、子育て世代の増加に伴い、これから
も依頼が増えることが見込まれるため、
まかせて会員の確保が必要です。

転勤族の方が地方での子育てに悩み、一
時的に帰省して子育ての支援を受けたい
と思ったとき、（なかよしルーム）人数
制限に戸惑いわかりやすい周知の仕方を
希望された。その後の利用スケジュール
や出張子育てサロンも利用しやすくな
る。　ファミリーサポートセンター事業
では送迎のためのチャイルドシートはリ
サイクルを募ってみてはいかがでしょう
か。

子育て支援センターの更なる機能の
充実と推進を希望します。事業と異
なるかもしれませんが、子育て支援
に迷って来庁する保護者の気持ちに
なって考え、ホームページを見て各
課に設置してあるパンフレットを頼
りに情報を得たく探してみたが、相
当する物が得られず、残念な思い
だった。整理整頓して来訪者にわか
りやすく展示してほしいと思った。

（なかよし）
子育て支援センター「なかよし」で
は、今後も未就学の乳幼児と保護者
が一緒に遊べる遊びの場や保護者同
士の交流・学びの場を提供します。
利用者が利用しやすいようにぴよぴ
よタイム等の事業が予約システムか
らできるように取り組んでいきま
す。
ファミリー・サポート・センター事
業はおねがい会員の要望に応えられ
るように、広報やポスター等でまか
せて会員を募集して講習会を開催
し、まかせて会員数を増やします。

30
のびのび発達
支援センター
事業の充実

子どもの「そだち」についての個別
相談や、専門医療機関との連絡・調
整、発達支援に関する事業、保護者
学習会・交流会などを実施し、発達
支援が必要な子どもの成長を促し、
保護者の不安の解消を図ります。

こども課

(のびのび）
・個別相談を通じて子どもの発
達を促し、保護者に対しても適
切な対応の仕方などをアドバイ
スしていきます。
・子どもの発達に応じた集団保
育を行ったり、療育機関へつな
ぎ連携することで、よりよい支
援を行っていきます。
・市内の幼稚園保育園職員対象
の学習会の実施（年３回）や保
護者向けの研修会などを行い、
発達についての理解や支援の大
切さなどをお話ししています。
・市内の幼稚園、保育園、小学
校、学童など年に２回の訪問を
通して子どもたちの様子を把握
したり、支援の方法などを共有
しています。
・各担当課、関係機関との連携
を密にし、子どもの成長とその
家族を支援していきます。

・新規の相談者が増えてきている現状で
すが、相談事業はスムーズに行えていま
す。
・ほっとタイム事業では２歳児の集団保
育を行い、面談につなげたり、保健師に
経過観察をお願いしたりと連携をとるこ
とができました。スマイル事業では３歳
以上児の療育を行い、個別面談継続や、
事業所への紹介など子どもに合った支援
先を紹介できました。
・学習会や講演会など発達支援の大切さ
や関わり方などを発信することができま
した。
・訪問や電話相談などで市内幼稚園、保
育園、小、中学校、学童等との連携も取
れました。
・市役所の各担当課や、医療機関や療育
施設などへの紹介や情報提供などで保護
者も安心して子供と向き合うなど、家族
への支援も行うことが出来ました。

（のびのび）
令和６年度から完全委託になり、心理士
の人数、職員の配置なども変わってくる
と思いますが、なるべく今のスタイルを
崩さず、継続してほしいと望んでいま
す。市民が気軽に相談できる場所として
のびのびを運営してほしいとはお願いし
ています。

㉙と同様。＋窓口に声かけやすい
「呼びかけ」を提示をしてほしい。

（のびのび）
令和６年度から玄洋会（事業所）に
完全委託になるため、今まで通り市
民が安心して相談できる場所として
の機能を継続してもらえるよう、担
当課との連携を密にしていきたいと
思います。
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31

親子を対象と
した健康相
談・訪問の充
実

乳幼児とその保護者を対象に、各種
健診の機会を活用し、発達・発育、
栄養などについて相談を行います。
また、生後4か月を迎えるまでの乳児
がいるすべての家庭を保健師・助産
師が訪問し、乳幼児の発育発達の状
態や母親の健康状態について観察す
るとともに、育児に関する不安や悩
みの解消を図ります。

子育て世代
包括支援課

赤ちゃん訪問（乳児全戸訪問）
は目標100％の実施を目指す。
乳幼児健診未受診者については
福岡ルールに基づいて全件把握
（未受診理由の把握、児の安否
確認）し、電話・訪問・文書に
より受診勧奨を行う。
児の安否確認がとれないケース
や養育環境が心配なケースにつ
いては、こども課や保育園・幼
稚園、児童相談所等の関係機関
と連携を図る。
リスクのある家庭については、
関係機関で定期的な事例検討、
情報共有、随時の計画見直しを
行いながら、継続的なフォロー
を実施していく。
母親の支援、育児相談に関して
は、随時個別相談や健診でフォ
ローを行い、地区担当保健師が
主となり継続支援していく。

母子健康手帳交付時や転入手続き時に相
談支援として子育てアプリや相談窓口の
紹介を行った。赤ちゃん訪問（乳児全戸
訪問）にて連絡の取れないケースは自宅
訪問を行う対策を講じているが、今年度
については自宅訪問のケースはなかっ
た。養育環境が心配なケースについては
妊娠時より関わり、関係を築くことで関
係機関とともに継続的な支援を行うこと
ができた。

引き続き会えない人へのアプローチ、妊
娠期からの継続的な支援を行う。また支
援につながらないケースについては関係
機関と連携しながら見守りを行ってい
く。

乳幼児健診で問題が見つかり、医療
など、関係機関にかかわり、その後
家庭で子供を見守る中、各家庭に任
せきりになり、公的支援につながら
ないことが多いという意見も聞かさ
れた。

赤ちゃん訪問（乳児全戸訪問）は目
標100％の実施を目指す。
乳幼児健診未受診者については福岡
ルールに基づいて全件把握（未受診
理由の把握、児の安否確認）し、電
話・訪問・文書により受診勧奨を行
う。
児の安否確認がとれないケースや養
育環境が心配なケースについては、
こども課や保育園・幼稚園、児童相
談所等の関係機関と連携を図る。
リスクのある家庭については、関係
機関で定期的な事例検討、情報共
有、随時の計画見直しを行いなが
ら、継続的なフォローを実施してい
く。
母親の支援、育児相談に関しては、
随時個別相談や健診でフォローを行
い、地区担当保健師が主となり継続
支援していく。

32
託児サービス
の充実

子育て世代が社会活動等に参加しや
すい環境づくりを進めるため、市主
催の講座や研修、シンポジウムなど
の事業に、託児サービスを行いま
す。また、地域の行事等にも託児制
度が導入されるよう働きかけます。

男女共同参
画推進室

男女共同参画推進室が運営する
事業での託児の対応について、
積極的に行います。また、他の
部署が行う事業についても、託
児対応を可能な限り行うように
働きかけます。

男女共同参画推進室が行う事業（講演
会、講座、女性のための無料法律相談、
労働相談会）には、託児対応を明記しま
した。

特になし。

託児が必要な世代の方々が、勉強や
情報を得る機会の手助けとなるよう
に託児サービスの支援を引き続きお
願いしたい。

男女共同参画推進室が運営する事業
での託児の対応について、積極的に
行います。また、他の部署が行う事
業についても、託児対応を可能な限
り行うように働きかけます。

33
ひとり親家庭
の就業支援の
実施

ひとり親家庭の父親、母親の就業を
促進し自立を支援するため、就業に
結びつく可能性の高い資格取得に取
り組む父親、母親に対し、受講料の
一部助成や一定期間の生活費などを
支給します。

こども課

（家児相）
就労に有利となる資格が取得で
きるように給付金を支給し、生
活の支援を行います。掲示物や
配布物を窓口に設置し啓発しま
す。ハローワーク等関係機関と
連携し、安定した就労へつなが
るように支援を行います。

（家児相）
今年度は12名が高等職業訓練促進給付金
を受給し、うち4名が修了支援給付金を
受給しました。ハローワークと連携した
巡回相談は9名の申込があり、うち3名が
就労へとつながっています。

（家児相）
コロナ禍で制度の内容が変更になったり
期間限定の支援があったりと、わかりに
くいことが問題と感じており、その都度
ホームページ等で周知できるかが課題と
感じています。

ひとり親家庭の方が提示物や配布物
を情報として得られるように啓発を
続けてほしい。

（家児相）
資格取得希望者の相談に応じ、ハ
ローワークの自立支援プログラムに
つながるよう支援していきます。ハ
ローワーク等関係機関と連携し、安
定した就労へつながるように支援を
行います。

34
保育環境の拡
充

延長保育・一時保育・障がい児保育
等、多様な保育を実施します。ま
た、地域との連携を図るための子育
て支援事業に取り組みます。

こども課

（保育所）
多様な保育ニーズに対応するた
め、延長保育事業、一時預かり
事業、障がい児保育事業、医療
的ケア児保育事業を行う保育所
を支援します。

（学童）
関係機関との連携を密に行い、
一人一人の児童や家庭に応じた
子育て支援を行います。
学校と学童保育所の連絡会で情
報交換を行い、支援のあり方に
ついて共通理解を図ります。

(保育所)
多様な保育ニーズに対応するため、延長
保育を12保育所、2認定こども園、1事業
所内保育施設、８小規模保育施設で実施
し、障がい児保育を６保育所、１認定こ
ども園で実施しました。

(学童）
小学校、学童保育所、双方の観点から、
児童の健全な育成のために必要な支援の
あり方についての共通理解を得るため、
小学校・学童保育所連絡会を実施しまし
た。会議では、特に支援が必要な子ども
達の情報についての共有の方法、問題点
などを話し合い、連携体制の改善を行い
ました。

(保育所)
保育ニーズは多様化・複雑化している
が、保育人材の不足により対応が難しい
園もある。人材確保の取りくみも同時に
進める必要があります。

（学童）
学童保育で預かる児童の一人一人の健全
な育成のため、小学校と学童保育所の間
で、必要な情報交換や協力を行えるよ
う、今後も連携しながら体制を改善して
いく必要があります。

ニュースによると各自治体では保育
環境の拡充のため事業の拡大を図っ
ている。（一時預かりなど）福津市
も多くの自治体と交流を深め支援事
業にプラスとなる対策を希望しま
す。

（保育所）
多様な保育ニーズに対応するため、
延長保育事業、一時預かり事業、障
がい児保育事業、医療的ケア児保育
事業を行う保育所を支援します。

（学童）
関係機関との連携を密に行い、一人
一人の児童や家庭に応じた子育て支
援を行います。
学校と学童保育所の連絡会で情報交
換を行い、支援のあり方について共
通理解を図ります。
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２　働きやすい環境づくりの促進
（１）女性が活躍できる環境整備の促進

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和5年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和6年度目標設定

35
市内事業者へ
の啓発促進

仕事と家庭等が両立できる職場づく
りを推進するために、商工会を通じ
て「男女がともに歩むまちづくり基
本条例」や次世代育成対策推進法等
の周知を図るとともに、出前講座な
どを実施します。

男女共同参
画推進室

市商工会を通じて、事業者向け
に、市の「男女がともに歩むま
ちづくり」の情報提供を行いま
す。
また、市が実施する講座等を案
内し、参加に繋がるよう努めま
す。

労働相談窓口の利用についてチラシや広
報紙を活用して、周知を行いました。園
長会や校長会でも配布し、掲示を依頼し
ました。労働者だけでなく、雇用主につ
いても利用できることを周知しました。

ワーク・ライフ・バランスの取り組み
は、中小企業等小規模業者にとっては、
実現が難しい取り組みかもしれません
が、引き続き周知・啓発を行っていきま
す。

商工会としても市内事業への周知を
行い、目標達成に向けて協力致しま
す。

市商工会を通じて、事業者向けに、
市の「男女がともに歩むまちづく
り」の情報提供を行います。
また、市が実施する講座等を案内
し、参加に繋がるよう努めます。

35
市内事業者へ
の啓発促進

仕事と家庭等が両立できる職場づく
りを推進するために、商工会を通じ
て「男女がともに歩むまちづくり基
本条例」や次世代育成対策推進法等
の周知を図るとともに、出前講座な
どを実施します。

商工振興課

商工会を通じて、コロナの影響
下において浮き彫りになった人
権問題や、社会的差別等の課題
を注視して、ワーク・ライフ・
バランスの取り組みについて各
事業所への推奨を図ります。

今年度は市内事業所の多くが原油価格・
物価高騰で経営に打撃を受け、商工会で
の個別相談において啓発できる機会はあ
まりなかった。

物価高騰による経営打撃の影響を見なが
ら、新しい生活様式、働き方とともに事
業所の規模に合わせた取り組みや定期的
な広報の中で啓発を行うなどが必要。

商工会としても市内事業への周知を
行い、目標達成に向けて協力致しま
す。

商工会を通じて、人権問題や、社会
的差別等の課題を注視して、ワー
ク・ライフ・バランスの取り組みに
ついて個別相談等で各事業所への推
奨を図ります。

36

育児・介護休
業制度等の周
知と制度利用
促進

男女がともに仕事と育児・家庭を両
立できるよう、広報誌を活用して育
児・介護休業法を広く市民に周知し
ます。また、商工会と連携のもと、
事業者への情報提供を行います。

男女共同参
画推進室

育児休業の制度の周知を図るた
め、「プレパパ講座」の機会な
どを生かして、若年層の男性に
伝えていきます。
また、市商工会を通じて、事業
者への周知も検討します。

「プレパパ講座」の際に、育児休業制度
のことに触れ、周知を行い、男性の家
事・育児への積極的参画を促しました。

福津市内への若年世帯の転入に伴い、若
い子育て世代も増えています。男性の家
事・育児への積極的な参画が進んで行く
ように、今後も啓発・普及を進めていき
ます。

特にありません 育児休業の制度の周知を図るため、
「プレパパ講座」の機会などを生か
して、若年層の男性に伝えていきま
す。特に2022.10より始まった産後
パパ育休については紹介していきま
す。
また、市商工会を通じて、事業者へ
の周知も検討します。

36

育児・介護休
業制度等の周
知と制度利用
促進

男女がともに仕事と育児・家庭を両
立できるよう、広報誌を活用して育
児・介護休業法を広く市民に周知し
ます。また、商工会と連携のもと、
事業者への情報提供を行います。

商工振興課
商工会を通じて、市内事業者へ
状況に応じた効果的な関連情報
を発信し、周知を図ります。

日々の個別相談において、該当の相談が
あった際にはすぐに社会保険労務士に相
談できるよう体制を整え、会員情報誌に
も掲載した。

新しい生活様式、働き方とともに事業所
の規模に合わせた取り組みや関連する最
新の情報を定期的な広報の中で啓発する
ことなどが必要。

商工会としても市内事業への周知を
行い、目標達成に向けて協力致しま
す。

商工会を通じて、市内事業者へ状況
に応じた効果的な関連情報を発信
し、周知を図ります。

37
再就職・起業
支援講座の実
施

福岡県労働者支援事務所や21世紀職
業財団等との共催で、女性が再就職
するための基礎知識・技術を学ぶ講
座を実施します。

男女共同参
画推進室

県が主催する「子育て女性のた
めの就職支援セミナー」などの
事業に協力し、再就職支援を行
うようにします。

県が主催する「子育て女性のための就職
支援セミナー」などの事業の広報等のチ
ラシを設置するなど周知を行いました。

特になし。

特にありません 県が主催する「子育て女性のための
就職支援セミナー」などの事業に協
力し、再就職支援を行うようにしま
す。

38
労働相談や情
報提供の充実

女性が働き続けるため、広報や市役
所情報コーナーを効果的に活用し、
労働に関する基礎知識、各種資格取
得、技能習得、労働相談などについ
ての情報提供を充実します。

男女共同参
画推進室

福岡県労働者支援事務所との共
同で、「労働相談会」を実施し
ます。
また、電話や窓口相談等で労働
問題に関わる相談の際は、県労
働者支援事務所と連携しながら
対応していきます。また定員枠
に入れなかった市民には、予約
なしで電話相談が出来る、厚生
労働省の福岡労働局の連絡先も
紹介します。

広報紙で年４回、県の出張労働相談会の
案内をし、実施しました。働き方、賃金
未払いの２件の相談がありました。関連
情報のチラシについては窓口等に設置し
ました。

労働問題で悩んでいる方の支援が行き届
くよう、県労働者支援事務所と連携して
対応していきます。

特にありません

福岡県労働者支援事務所との共同
で、「労働相談会」を実施します。
また、電話や窓口相談等で労働問題
に関わる相談の際は、県労働者支援
事務所と連携しながら対応していき
ます。また定員枠に入れなかった市
民には、予約なしで電話相談が出来
る、厚生労働省の福岡労働局の連絡
先も紹介します。
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（２）自営業における男女共同参画の促進
事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和5年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和6年度目標設定

39
商工業・農
業・漁業従事
者研修の実施

商工会・農業改良普及センター、農
協、漁協と連携し、団体における女
性役員登用の促進や男女共同参画意
識の普及に向けた研修、出前講座な
どを開催します。

男女共同参
画推進室

「人材育成セミナー」や出前講
座等を通じて、女性の経済的自
立や役員等への積極的な登用に
つながるような内容の講座を企
画していきます。

今年度は全体的な生き方やメンタル面で
のセルフメディケーション的な講座を
行ってきました。

地域や職場などにいかせる実践的な知識
やスキルの学びの機会となるような企画
を実施することが課題です。

引き続きお願いします

「人材育成セミナー」や出前講座等
を通じて、女性の経済的自立や役員
等への積極的な登用につながるよう
な内容の講座を企画していきます。

39
商工業・農
業・漁業従事
者研修の実施

商工会・農業改良普及センター、農
協、漁協と連携し、団体における女
性役員登用の促進や男女共同参画意
識の普及に向けた研修、出前講座な
どを開催します。

商工振興課

（商工業）
男女共同参画の意識普及のた
め、リーフレットの配布やポス
ターの掲示等で情報提供するよ
う、各団体に勧めます。

個別に相談会を開く中で男女共同参画意
識の普及に努めた。

広く普及を行うという点では研修会等で
リーフレットを配布することが有効であ
るが、開催できない場合でも定期的な広
報の中で啓発を行うなどが必要。

引き続きお願いします

（商工業）
男女共同参画の意識普及のため、
リーフレットの配布やポスターの掲
示等で情報提供するよう、各団体に
勧めます。

39
商工業・農
業・漁業従事
者研修の実施

商工会・農業改良普及センター、農
協、漁協と連携し、団体における女
性役員登用の促進や男女共同参画意
識の普及に向けた研修、出前講座な
どを開催します。

農林水産課
男女共同参画の意識普及のため
研修会を実施するよう、各団体
に勧めます

今年度は福岡県主催の研修会が少なく、
男女共同参画意識の普及に向けた研修や
情報提供が難しかった。

県や市主催の研修会やリーフレット等が
ある方が、男女共同参画意識の普及に向
けた情報提供や啓発し易い。

まだ女性役員の割合が少ないので意
識普及の推進をお願いします

男女共同参画の意識普及のため研修
会を実施するよう、各団体に勧めま
す

40
リーダーとな
る女性農業者
の育成

農業における女性指導者を育成する
とともに、農業委員会など方針決定
の場への女性の参画を促進します。
また、市の講座やセミナーへの女性
農業者の参加を促します。

男女共同参
画推進室

「人材育成セミナー」などの講
座を、女性農業者にも農業担当
部署を通じ、積極的に参加を呼
びかけます。実施にあたって
は、農業に従事する女性に向け
た効果的な取り組みになるよう
に配慮します。

男女共同参画審議会委員に農業に関わる
男性になってただいております。農業者
の視点から、農業女性に向けた働きかけ
について、ご意見をいただくことができ
ました。

農業女性に対して、積極的に講座等の周
知を行いながら、実情等を伺う機会を
作っていきたいと考えています。

引き続き効果的な取り組みの継続を
お願いします

「人材育成セミナー」などの講座
を、女性農業者にも農業担当部署を
通じ、積極的に参加を呼びかけま
す。実施にあたっては、農業に従事
する女性に向けた効果的な取り組み
になるように配慮します。

40
リーダーとな
る女性農業者
の育成

農業における女性指導者を育成する
とともに、農業委員会など方針決定
の場への女性の参画を促進します。
また、市の講座やセミナーへの女性
農業者の参加を促します。

農林水産課
男女共同参画の意識普及のため
研修会を実施するよう、各団体
に勧めます。

女性農村アドバイザー及びＯＢで福津ほ
ほえみグループを結成している。今年度
は、先進地視察やヨガ教室を開催し、地
域の女性農業者の結束を強めることがで
きた。

ほほえみグループの高齢化、人員不足に
よる活動の縮小が懸念される。女性農業
者自体が少なく、今後も人選が難しい見
通し。

ほほえみグループの見直しをし、認
定農業者協議会に女性役員を入れて
はどうだろうか

男女共同参画の意識普及のため研修
会を実施するよう、各団体に勧めま
す。

40
リーダーとな
る女性農業者
の育成

農業における女性指導者を育成する
とともに、農業委員会など方針決定
の場への女性の参画を促進します。
また、市の講座やセミナーへの女性
農業者の参加を促します。

農業委員会
事務局

福岡県女性農業委員対象の研修
会や女性対象の研修会への参加
を積極的に促します。

今年度は委員が１名退任され、１名に
なったこともあり、参加なし

開催場所や日時により、参加できないこ
とがある

女性農業委員の確保に努め積極的な
研修会への参加をお願いします

福岡県女性農業委員対象の研修会や
女性対象の研修会への参加を積極的
に促します。

41
生産技術や経
営能力向上支
援

自営業の女性がその貢献に見合う評
価を受け、対等なパートナーとして
方針決定や経営に参画していくこと
ができるよう、商工会を通じた広
報・啓発活動に取り組みます。

商工振興課
商工会を通じて、市内事業所へ
の関連情報の周知・啓発を図り
ます。

今年度は原油価格・物価高騰の影響で経
営に打撃を受け、商工会においても市内
事業所に対する個別支援に追われ、推奨
を進められる状況ではなかった。

事業所の規模に合わせた取り組みや支援
制度など最新の情報を発信するとともに
定期的な広報の中で啓発を行うなどが必
要。

引き続きお願いします
商工会を通じて、市内事業所への関
連情報の周知・啓発を図ります。

42
家族経営協定
の普及促進

認定農業者協議会を通じて制度の理
解を深めるとともに、補助制度利用
者には積極的に「家族経営協定」の
締結の促進を図ります。

農林水産課

認定農業者協議会を通じて制度
の理解を深めるとともに、「家
族経営協定」の締結の促進を図
ります。

認定農業者更新時（6月、12月）の農業
経営改善計画書の面談時に、家族経営協
定の締結の働きかけを行い、農業経営が
家族の話し合いと男女共同参画によって
お互い認め合う対等な立場で行えるよう
推進した。令和2年度は、家族経営協定
の更新はなかった。

家族経営協定を更新する農業者はいて
も、新規で締結する農業者が少ない。
立場の弱かった農家の嫁の収入を確保す
るのが元来の目的の協定であるが、昨今
は、嫁の立場は強くなっており、当協定
の意義を見直す時期かも知れない。

共に農業している妻に経営の自覚を
もたせる為にも家族経営協定の促進
をお願いします

認定農業者協議会を通じて制度の理
解を深めるとともに、「家族経営協
定」の締結の促進を図ります。
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（３）労働条件や労働環境の整備促進
事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和5年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和6年度目標設定

43

男女共同参画
推進状況報告
書の受付及び
公表

男女がともに歩むまちづくり基本条
例第６条第３項に基づく、男女共同
参画推進状況報告書については、工
事請負などの業者登録時に提出を求
め、その提出状況はホームページ等
で公表します。今後は、報告結果の
有効活用を検討します。

男女共同参
画推進室

業者から提出された申請の回答
内容の集計や分析により、特徴
的な取り組みを行っている事業
者があった場合は、周知を行い
ます。

指名競争入札参加資格審査申請が行われ
たので、申請書類と一緒に男女共同参画
推進状況報告書の提出を求めました。

労働と男女共同参画が関係する法制度の
新設や改正があった際は、随時対応する
ことができるように、情報収集を行いま
す。今後は、報告結果の有効活用を検討
していきます。

特にありません

業者から提出された申請の回答内容
の集計や分析により、特徴的な取り
組みを行っている事業者があった場
合は、周知を行います。

43

男女共同参画
推進状況報告
書の受付及び
公表

男女がともに歩むまちづくり基本条
例第６条第３項に基づく、男女共同
参画推進状況報告書については、工
事請負などの業者登録時に提出を求
め、その提出状況はホームページ等
で公表します。今後は、報告結果の
有効活用を検討します。

総務課

令和５年度は、業者登録におけ
る追加受付を行うので、前年度
に引き続き、「男女共同参画推
進状況報告書」の提出を求め
る。
提出された報告書については、
男女共同参画推進室で活用す
る。

追加受付では、全事業者に「男女共同参
画推進状況報告書」を提出して頂いた。
提出された報告書については、もれなく
男女共同参画推進室に引き継いだ。

男女共同参画推進室と連携し、問題なく
実施できている。今後も継続していく。

特にありません

令和６年度は、業者登録の受付を行
うので、前回に引き続き、「男女共
同参画推進状況報告書」の提出を求
める。
提出された報告書については、男女
共同参画推進室で活用する。

44
指定管理者へ
の啓発促進

指定管理者の指定を申請する際に提
出する事業計画において、男女共同
参画推進に関する団体としての理念
を明記するよう求めます。また、指
定管理者選定時に、男女共同参画推
進の理解度を審査基準に設けます。

男女共同参
画推進室

該当する入札が行われる際は、
担当課に働きかけを行います。

担当課には適切に行われるように依頼を
行いました。

特になし。

特にありません

該当する入札が行われる際は、担当
課に働きかけを行います。

44
指定管理者へ
の啓発促進

指定管理者の指定を申請する際に提
出する事業計画において、男女共同
参画推進に関する団体としての理念
を明記するよう求めます。また、指
定管理者選定時に、男女共同参画推
進の理解度を審査基準に設けます。

総務課

審査基準への男女共同参画の視
点を反映させることと、現場で
の指導・調査は引き続き目標に
掲げる他、「就業・家庭・市民
活動参画を両立させるための環
境整備に努めているか」につい
ての審査基準を設ける。

令和５年度は、指定管理者の選定が無
かったため、審査基準への反映について
は、実施できなかった。

指定管理者の選定がある場合に、審査基
準への反映を行う。

特にありません
審査基準への男女共同参画の視点を
反映させることと、現場での指導・
調査は引き続き目標に掲げる他、
「就業・家庭・市民活動参画を両立
させるための環境整備に努めている
か」についての審査基準を設ける。

45

事業者等の社
会貢献評価制
度の調査・研
究

事業者等における育児・介護休業制
度の利用が進むように、男女共同参
画の視点からも、事業者等が社会的
責任を果たせるようにする手法やそ
れを評価・公表する方法について調
査・研究します。

男女共同参
画推進室

事業所における取り組みを進め
ることを目的とした評価・公表
制度につき、調査・研究を行い
ます。

指名競争入札参加資格審査申請が行われ
たので、申請書類と一緒に男女共同参画
推進状況報告書の提出を求めました。
その報告書から、福岡県「子育て応援宣
言」や「介護応援宣言」をしている事業
所を確認することができました。

小規模事業所、中小事業所の中には育児
休業制度の規定はあっても、該当する従
業員がいないなど、制度の利用ができな
い事業所もあるように思われます。

特にありません

事業所における取り組みを進めるこ
とを目的とした評価・公表制度につ
き、調査・研究を行います。

45

事業者等の社
会貢献評価制
度の調査・研
究

事業者等における育児・介護休業制
度の利用が進むように、男女共同参
画の視点からも、事業者等が社会的
責任を果たせるようにする手法やそ
れを評価・公表する方法について調
査・研究します。

総務課

・総合評価方式による入札時、
「子育て応援宣言」に登録して
いる業者に対して加点してい
る。
今後も取り組み状況を考慮した
加点を継続する。
・業者登録の際、「子育て応援
宣言」に登録している業者に対
し、総合値を加点する。（格付
を設けている工事が対象）

令和５年度は、総合評価方式による入札
の実施がなかった。
業者登録の際は、「子育て応援宣言」に
登録している業者に対し、総合値を加点
した。（格付を設けている工事が対象）

今後も継続していく。

特にありません
・総合評価方式による入札時、「子
育て応援宣言」に登録している業者
に対して加点している。
今後も取り組み状況を考慮した加点
を継続する。
・業者登録の際、「子育て応援宣
言」に登録している業者に対し、総
合値を加点する。（格付を設けてい
る工事が対象）

46

男女の雇用平
等に向けた啓
発、情報の提
供

男女雇用機会均等法、労働基準法な
ど法制度の周知を含めた労働関連情
報を市民や市内事業所に提供し、働
きやすい労働環境の整備を促進しま
す。今後は、商工会を通じた出前講
座の実施を検討します。

男女共同参
画推進室

福岡県労働者支援事務所との共
同で、「労働相談会」を実施し
ます。
広報紙やチラシを活用し、必要
な情報が届くように分かりやす
い周知を継続して行います。

広報紙で年４回、県の出張労働相談会の
案内をし、実施しました。働き方、賃金
未払いの２件の相談がありました。関連
情報のチラシについては窓口等に設置し
ました。

労働問題で悩んでいる方の支援が行き届
くよう、県労働者支援事務所と連携を強
化して対応していきます。

商工会としても市内事業への周知を
行い、目標達成に向けて協力致しま
す。

福岡県労働者支援事務所との共同
で、「労働相談会」を実施します。
広報紙やチラシを活用し、必要な情
報が届くように分かりやすい周知を
継続して行います。

46

男女の雇用平
等に向けた啓
発、情報の提
供

男女雇用機会均等法、労働基準法な
ど法制度の周知を含めた労働関連情
報を市民や市内事業所に提供し、働
きやすい労働環境の整備を促進しま
す。今後は、商工会を通じた出前講
座の実施を検討します。

商工振興課
関連する情報を商工会を通じて
提供し、法制度等の周知を図り
ます。

個別支援の中で相談があった場合、すぐ
に対応できるよう専門家の窓口体制は整
えたが、相談はなかった。

新しい生活様式、働き方とともに事業所
の規模に合わせた取り組みや定期的な広
報の中で啓発を行うなどが必要。

商工会としても市内事業への周知を
行い、目標達成に向けて協力致しま
す。 商工会を通じて関連する情報を提供

し、法制度等の周知を図ります。
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47
女性労働者の
母性保護・健
康管理の啓発

母子健康管理指導事項連絡カードの
普及などを通じ、母性機能の保護の
必要性についての認識を広く浸透さ
せる啓発を行います。今後は、商工
会を通じ事業者への情報提供を行い
ます。

男女共同参
画推進室

福岡県労働者支援事務所との共
同で、「労働相談会」を実施し
ます。
また、マタニティハラスメント
等の問題を、広報紙や出前講座
等で取り上げ、周知・啓発を図
ります。

福岡県労働者支援事務所が主催する出張
労働相談会を実施しました。

労働問題で悩んでいる方の支援が行き届
くよう、県労働者支援事務所と連携を強
化して対応していきます。

商工会としても市内事業への周知を
行い、目標達成に向けて協力致しま
す。

福岡県労働者支援事務所との共同
で、「労働相談会」を実施します。
また、マタニティハラスメント等の
問題を、広報紙や出前講座等で取り
上げ、周知・啓発を図ります。

47
女性労働者の
母性保護・健
康管理の啓発

母子健康管理指導事項連絡カードの
普及などを通じ、母性機能の保護の
必要性についての認識を広く浸透さ
せる啓発を行います。今後は、商工
会を通じ事業者への情報提供を行い
ます。

子育て世代
包括支援課

母子手帳交付時に妊娠中の生活
や健康管理について個別指導を
行う。
働く妊婦に対しては母子手帳に
掲載されている「母子健康管理
指導事項連絡カード」を紹介
し、必要時医師に相談し利用す
るよう促す。
また、母子手帳交付時のみに限
らず妊婦電話相談や家庭訪問等
で支援を行う。

母子健康手帳交付時・妊娠中期・妊娠後
期と妊娠中は切れ目なく支援を行う体制
を整えており、状況に応じた指導を行う
ことができた。

職場環境により「母子健康管理指導連絡
事項カード」を受け付けてもらえない職
場もあるのが現状で、悩みを抱えている
妊婦は存在する。その場合は、労働局を
相談窓口として紹介している。

特にありません

母子手帳交付時に妊娠中の生活や健
康管理について個別指導を行う。
働く妊婦に対しては母子手帳に掲載
されている「母子健康管理指導事項
連絡カード」を紹介し、必要時医師
に相談し利用するよう促す。
また、母子手帳交付時のみに限らず
妊婦電話相談や家庭訪問等で支援を
行う。

48

ハラスメント
のない職場環
境づくりの啓
発

市内企業・事業主に対し、あらゆる
ハラスメントのない職場環境づくり
を啓発します。また、就業者のため
には、相談窓口の紹介など情報の提
供を行います。

男女共同参
画推進室

福岡県労働者支援事務所との共
同で、「労働相談会」を実施し
ます。
また、窓口相談等で、労働問題
に関わる相談の際は、県労働者
支援事務所と連携しながら対応
していきます。

広報紙で年間４回、県の労働相談会の案
内をし、実施しました。関連情報のチラ
シについては窓口等に設置しました。

労働問題で悩んでいる方の支援が行き届
くよう、県労働者支援事務所と連携して
対応していきます。

特にありません
福岡県労働者支援事務所との共同
で、「労働相談会」を実施します。
また、窓口相談等で、労働問題に関
わる相談の際は、県労働者支援事務
所と連携しながら対応していきま
す。

48

ハラスメント
のない職場環
境づくりの啓
発

市内企業・事業主に対し、あらゆる
ハラスメントのない職場環境づくり
を啓発します。また、就業者のため
には、相談窓口の紹介など情報の提
供を行います。

商工振興課

商工会を通じて、市内事業所に
雇用に関する情報を発信し、現
場の状況を今一度見直すきっか
けとして周知を図ります。

商工会においても市内事業所に対する個
別支援で周知するよう努め、併せて専門
家窓口の体制を整えた。

日頃からの個別支援での周知に加え、定
期的に広報誌等で情報発信する必要があ
る。

商工会としても市内事業への周知を
行い、目標達成に向けて協力致しま
す。

商工会を通じて、市内事業所に雇用
に関する情報を発信し、現場の状況
を今一度見直すきっかけとして周知
を図ります。
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Ⅳ　生涯にわたり男女が健康に暮らせる環境づくり
１　生涯を通じた健康づくりの推進
（１）心身の健康づくり支援の充実

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和5年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和6年度目標設定

49
生涯を通じた
健康の保持増
進対策の推進

「健康ふくつ21計画」を推進し、市
民自らが行う健康的な食生活習慣の
確立や適切な運動習慣の普及などに
よる、生涯を通じた健康づくりや体
力づくりを支援します。

いきいき健
康課

・特定健診受診率の向上
・特定保健指導実施率の維持、
向上
・市内店舗等での食環境の整備
継続

・R5年度特定健診受診率はR6.2月時点で
33.6%の見込み。R6.11月に確定値が出る
ため、そこで改めて評価が必要である。
R4年度受診率がR5.2月時点で34.2%で
あったため、低下している場合は、受診
勧奨の時期、方法等を見直す必要があ
る。
・特定保健指導実施率に関しては、
R6.3.20時点での実施率は29.8％である
が、確定値が出るまでは評価が難しい。
R2年度以降は毎年実施率が80%を超えて
おり、高い実施率の維持ができている。
・イオン福津店、あんずの里、レガネッ
ト福津(９月～１０月)、プロマート福津
店(９月～１２月)に「適塩コーナー」を
設置。食進会提供の「適塩レシピ」を定
期的に掲示した。

・R5年度特定健診受診率はR6年2月時点で
33.6％だが、目標に到達できていないた
め、受診勧奨業務において郵送勧奨の回
数を増やす。

具体的な数値目標が掲げられている
ので、達成に向けて取り組まれて下
さい。
R5年度の特定保健指導実施率がかな
り低くなりそうなので、勧奨のの方
法や時期の見直しをお願いします。

・特定健診受診率43.8％
・重症化予防事業対象者の継続受診
率70.0％
・特定保健指導実施率73.0％
・「適塩コーナー」の常設設置店を
増やす。

50
心の健康づく
り事業の充実

心の健康を保つとともに、心の病気
への適切な対応を行うため、臨床心
理士等による心の健康相談を行いま
す。

いきいき健
康課

・相談機会の継続的な確保と周
知

相談日程を毎月の広報、健康ガイド、市
HPに掲載し周知を行った。相談者は１１
人、７回の開催であった。また、８月末
にSNSで開催日程を配信した。その後は
毎月1～２人の予約があり、４～８月は
３人、９～１２月は８人と増加した。相
談内容によっては県の電話相談や市の行
政相談を紹介し、広く相談できる窓口と
して運営できた。

8月以降、相談件数の増加はあるが、毎月
の開催には至っていない。広報、ＨＰな
どでどのような相談ができるのか周知
し、市民が気軽にこころの問題を表出で
きる相談機会を提供する必要がある。

引き続き対応をお願いします。
・HPの見直しと修正を行い、毎月１
人以上の相談予約が入ることを目指
す。

51
薬物乱用防止
に向けた啓発
の推進

薬物や喫煙、飲酒による健康被害へ
の認識についての正しい理解を徹底
するための教育や啓発を関係機関と
連携し推進します。

子育て世代
包括支援課

母子手帳発行時に個人指導にお
いて喫煙や飲酒が及ぼす健康被
害について説明する。
また、乳幼児健診では、保健師
の個別相談の際に喫煙に関する
アンケート項目を確認し、喫煙
や受動喫煙の影響について説
明、正しい理解を促す。

母子健康手帳交付時や乳幼児健診時に喫
煙や飲酒の習慣について聞き取り、健康
に及ぼす影響について説明した。

周知の機会が母子健康手帳交付時や乳幼
児健診時に固定化され、継続的支援に
至っていない。

相談者の生活パターンに応じた支援
はとても効果が見込めると思いま
す。引き続き寄り添った対応をお願
いします。

周知のみにとどまらず、面談時に行
動パターンの聞き取りを行う等実態
を深堀し、対象者に応じて、正しい
知識・理解を深める支援を行う。

51
薬物乱用防止
に向けた啓発
の推進

薬物や喫煙、飲酒による健康被害へ
の認識についての正しい理解を徹底
するための教育や啓発を関係機関と
連携し推進します。

学校教育課

喫煙や飲酒による健康被害への
認識や薬物と健康の関係につい
ての正しい理解を徹底するため
の教育や啓発を関係機関と連携
しながら推進します。あわせ
て、薬物使用経験者の事例を
使って興味本位で使用すること
のないよう教育・啓発を行いま
す。実施後は、アンケート調査
を行い、小中学生の理解度の確
認を行います。

小学校においては、保健や道徳の授業に
おいて、命の大切さや健康について学習
しています。中学校においては、保健や
道徳の授業内容に加え、薬物乱用防止学
習や性に関する講演会などを実施するこ
とで、健康被害についての正しい知識を
身に付けたり、適切な対応について学ん
だりしています。

特になし。
アンケート調査の結果を踏まえて、
小中学生に有効な授業や講演会が実
施できるようお願いします。

喫煙や飲酒による健康被害への認識
や薬物と健康の関係についての正し
い理解を徹底するための教育や啓発
を関係機関と連携しながら推進しま
す。あわせて、薬物使用経験者の事
例を使って興味本位で使用すること
のないよう教育・啓発を行います。
実施後は、アンケート調査を行い、
小中学生の理解度の確認を行いま
す。
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（２）配慮を必要とする人への支援の促進
事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和5年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和6年度目標設定

52

地域福祉計
画・地域福祉
活動計画の推
進

男女共同参画の視点に立ち、地域
（市民）、市、社会福祉協議会、事
業所など都市の構成員と共働によ
り、“みんなが安心して生活できる
地域づくり”の実現に向けた「地域
福祉計画・地域福祉活動計画」を推
進します。

福祉課

第３期地域福祉計画で掲げてい
る基本目標の行政の取り組みに
ついて、ワーキング会議で進捗
状況を把握し、審議会で評価・
検証を行うこととしています。

令和３年度に第３期地域福祉計画を策定
し、２年目の令和５年度は、基本目標の
行政が取組む事項について、関係課から
進捗状況管理表を提出してもらい、審議
会で報告しました。基本目標３「いつで
も相談できる「まちづくり」」では、民
生委員のなり手不足の問題や生活困窮相
談、生活困窮者の就労相談の実情につい
て情報共有しました。

地域福祉計画の中で「共生のまちづく
り」に向けて取り組みとして、包括的な
支援体制の構築を目指していくとしてお
り、、どのような手法で機関と連携して
支援体制の構築を目指していくのかが課
題となっています。

関係各課が特に力を入れて取り組ん
でいく事項を明確にして、進捗状況
を確認していくよう対応して下さ
い。

施策の展開の行政の取組について、
ワーキング会議で進捗状況を把握
し、審議会で評価・検証を行いま
す。また、系統付けをして重点的に
取り組むべきところについて、協議
を行います。

53

介護保険事業
計画・高齢者
福祉計画の推
進

男女共同参画の視点に立ち、「介護
保険事業計画・高齢者福祉計画」に
基づき、高齢者及び介護中の家族を
対象とした高齢者施策の充実を図り
ます。

高齢者サー
ビス課

福津市介護保険運営協議会にお
いて、医療・介護・福祉・生活
支援等に関する総合的な見地か
ら進捗状況の評価・確認を行い
ます。また、PDCAサイクルを強
化し、男女ともに高齢者ができ
る限り住み慣れた地域で人生の
最期まで自分らしい生活をおく
ることができる社会を実現する
ため、関係各部署、特に地域包
括支援センターと連携し、地域
包括ケアシステムの構築を継続
します。

福津市介護保険運営協議会を5回開催し
ました。今期事業計画の進捗状況を踏ま
え、令和6年度から令和8年度の次期計画
策定に向けて審議を行いました。計画策
定にあたっては、介護予防・日常生活圏
域ニーズ調査、在宅介護実態調査、介護
サービス事業所調査、パブリックコメン
トを実施しました。また、地域包括支援
センターでは、地域毎のデータ分析結果
をもとに、各圏域の特色や課題、重点的
取り組み事項の検討を行うことができま
した。

地域包括ケアシステム構築のための認知
症施策、生活支援体制整備など連携すべ
き事業も増えています。地域でできるこ
とは、地域で解決するための支援に力を
入れる必要があります。高齢者個人に対
する支援の充実とそれを支える社会基盤
の整備を同時に進めることが重要です。
地域の課題を明らかにし、その課題を地
域づくり・社会資源の開発や政策等によ
り解決していくことで地域包括ケアを推
進し、地域におけるその人らしい尊厳あ
る生活の継続を実現させなければなりま
せん。

共同参画の視点から、各課題の検
討・抽出の実施をお願いします。

福津市介護保険運営協議会におい
て、医療・介護・福祉・生活支援等
に関する総合的な見地から進捗状況
の評価・確認を行います。関係各部
署、特に地域包括支援センターと連
携し、地域包括ケアシステムの構築
を継続します。「自立支援型地域ケ
ア会議」では、多職種の視点からの
アドバイスや、介護サービスと地域
資源を適切に組み合わせることによ
る自立支援に資するケアマネジメン
トの支援を行い、個別課題の検討や
地域課題の抽出を行います。

54
高齢者介護に
関する相談窓
口の充実

介護を行う家族等のさまざまな負担
を軽減するため、高齢者介護に関す
る相談窓口を充実します。

高齢者サー
ビス課

団塊の世代の全員が75歳に到達
する2025年が目前に迫る中、男
女ともに高齢者が住み慣れた地
域でいつまでも自分らしく生活
を送ることを可能とするため、
適切な手続きやサービスに結び
付けることができるよう、職員
のスキルの向上や窓口での対応
マニュアル資料の充実を図りま
す。また、地域包括支援セン
ター等の関係機関との連携を強
化し、相談窓口の充実を図りま
す。

異動職員に対する個別指導を実施しまし
た。また、分野ごとの窓口業務対応マ
ニュアルを作成し、職員の窓口業務対応
のスキル向上を図り、係を超えた連携強
化を行いました。

介護保険サービスは医療保険と同様に、
保険制度であるため、希望すれば必ずし
もサービスを利用できるものではなく、
日常生活の中でできなくなった部分を、
元のように自分でできるように、一定期
間の中で目標とする生活を目指し、計画
を立てて利用するものであることの啓発
を継続する。

繰り返し来庁し、長時間にわたる対応が
必要になる市民への対応方法が課題と考
える。

担当課の役割上、来庁者にはその都
度丁寧な対応が求められると思いま
す。
少しでも担当課の負担が軽減される
よう、説明方法を工夫する努力の継
続をお願いします。

団塊の世代の全員が75歳に到達する
2025年が目前に迫る中、男女ともに
高齢者が住み慣れた地域でいつまで
も自分らしく生活を送ることを可能
とするため、適切な手続きやサービ
スに結び付けることができるよう、
職員のスキルの向上や窓口での対応
マニュアル資料の充実を図ります。
また、地域包括支援センター等の関
係機関との連携を強化し、相談窓口
の充実を図ります。
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（３）リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康／権利）の理解促進
事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和5年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和6年度目標設定

55
妊娠・出産期
における女性
の健康支援

健全な母性を育成するための支援を
行うとともに、安全で安心した出産
を迎えられるよう男女共同参画の視
点に立った相談指導体制の充実を図
ります。

子育て世代
包括支援課

母子手帳交付時に妊娠中の生活
や健康管理について個別指導を
行う。支援が必要な妊婦や産婦
については電話相談や家庭訪問
等で支援を行う。
妊婦健診の結果で高血圧、尿
糖、尿蛋白がみられる妊婦に対
してはリーフレットを送付し、
生活の中で気をつける点など、
必要な情報を提供する。また、
妊娠期間中の継続した支援が必
要な妊婦に対しては、地区担当
保健師や栄養士へつなぎ、ハイ
リスクアプローチを充実させ
る。
さらに、妊婦やそのパートナー
を対象とした講座としてハッ
ピークッキング講座を開催し妊
産婦の望ましい食生活の実現や
低体重児出生リスクの低減に働
きかける。

母子健康手帳交付時、妊娠中期、妊娠後
期、講座参加時等妊娠期間中は継続して
その時期の状況に応じた健康相談や生活
指導を行った。また、妊娠期間中の継続
した個別支援が必要な妊婦に対しては地
区担当保健師や栄養士、社会福祉士、保
育士とともにハイリスクアプローチを継
続した。さらに悩みを抱えている妊婦に
ついてはこころの相談や無料法律相談を
紹介することで精神的な負担の軽減を
図った。
ハッピークッキング講座では夫婦で参加
することで日々の食生活を一緒に振り返
ることができ、望ましい食生活について
共通理解を深めることができた。

引き続き継続的な相談支援を行ってい
く。ハッピークッキング講座では望まし
い食生活は妊娠期だけに限らず生涯大切
であることを伝えつつ、日常生活に取り
入れやすい食事のアドバイスをしてい
く。

妊娠時における健康支援はつわり
等、ホルモン変化による心の健康管
理が必要で毎日の生活支援にも見守
りをお願いしたい。

夫婦参加型講座では現状にとどまら
ず、健全な母性を育成するための支
援として、妊婦だけではなく家族の
健康を守る視点も取り入れながら指
導を行って行く。

56
「性と生」に
関する教育の
充実

性に関する正しい知識や命の大切さ
を伝えるための教育の充実を図りま
す。また、児童・生徒が発達段階に
応じて適切な行動が取れるように、
教育プログラムや教材の研究を進め
ます。

こども課

（大和）
様々な交流事業や取り組みの中
で性別・世代の関係なく、ひと
りの人間として受け入れる機会
を設けます。

保育実習生・看護実習生等様々
な交流を実施します。年長児の
就学前を対象に保育所看護師に
よる「性と生、命」の話を絵本
を使ってお知らせします。

（大和）
保育所看護師が年長児に、生の絵本「あ
やちゃんのうまれたひ」を読み、聴診器
で自分自身の鼓動を聞く体験もさせる。
「生きている」ことへの実感がとてもよ
くわかったようだでした。
年長、年中児に性の絵本「だいじ　だい
じ　どーこだ？」の読み聞かせを行う。
興味を示し、よく聞いてくれていまし
た。

（大和）
性については「自分がされて嫌なこと
は、お友だちにもしない」という話もし
ましたが、年中児の中にはまだ理解する
のに難しい子もいました。

園児から小中学校までの性教育に縦
のつながりが密に連携されるように
希望します。

（大和）
様々な交流事業や取り組みの中で性
別・世代の関係なく、ひとりの人間
として受け入れる機会を設けます。

保育実習生・看護実習生等様々な交
流を実施します。年長児の就学前を
対象に保育所看護師による「性と
生、命」の話を絵本を使ってお知ら
せします。

56
「性と生」に
関する教育の
充実

性に関する正しい知識や命の大切さ
を伝えるための教育の充実を図りま
す。また、児童・生徒が発達段階に
応じて適切な行動が取れるように、
教育プログラムや教材の研究を進め
ます。

学校教育課

保健体育や道徳の授業の中で、
発達段階に応じて性の違い、体
のしくみ、病気、避妊等の性に
関する正しい知識や命の大切さ
を伝えるための教育を行ってい
きます。あわせて児童・生徒が
発達段階に応じて適切な行動が
とれるように教育プログラムや
教材の研究を進め、授業の振り
返り（感想）などを通して、評
価・改善を行います。

授業づくり等で養護教諭とともに，発達
段階に応じた内容で，保健体育科や道徳
の時間等で授業を行った。内容は，性の
違い、体のしくみ、病気、避妊等の性に
関する正しい知識や命の大切さを伝える
ための教育を行った。

特になし。

授業を通して同世代でも差があり、
個別に対する教育プログラムも研究
され、進めてほしいとの現場の声が
聴かれた。

保健体育や道徳の授業の中で、発達
段階に応じて性の違い、体のしく
み、病気、避妊等の性に関する正し
い知識や命の大切さを伝えるための
教育を行っていきます。あわせて児
童・生徒が発達段階に応じて適切な
行動がとれるように教育プログラム
や教材の研究を進め、授業の振り返
り（感想）などを通して、評価・改
善を行います。

57

リプロダク
ティブ・ヘル
ス／ライツに
関する理解促
進

男女がともに性と生殖に関する健康
と権利に関心を持ち、正しい知識と
情報を得られるよう、生涯を通じた
女性の健康を支援する取り組みを推
進します。

子育て世代
包括支援課

母子手帳交付時に産後の性生活
に関する資料を全妊婦に配布す
る。
出産後の月経再開や骨粗鬆症、
更年期、閉経、ライフステージ
の変化等、生殖にとどまらず今
後の家族計画や女性特有の健康
課題について情報提供し、成人
健診の案内を行う。
また、育休制度、生理休暇等の
権利を持っており、周囲に伝え
てよいこと、一人で抱え込まな
いようにすることを伝える。さ
らに、心理的DV等心の問題を抱
えているケースにはこころの相
談等相談窓口を紹介する。

産後の性生活に関する情報提供について
資料の配布は行っていないが、多産や経
済的困難を感じている人については、母
の思いや家族計画についての考えを傾聴
した。出産後の赤ちゃん訪問において、
次の妊娠や避妊についての指導を行っ
た。

DV該当者となっていなくても悩みを抱え
ている女性は存在する。安全が確保され
ている中で本音で相談できる関係を築い
ていく必要がある。

地域での生活充実の一環として、郷
づくりや民生委員の協力をお願いし
ても意味があるのではないかと思わ
れる。

母子健康手帳発行時から相談窓口の
周知・相談しやすい関係づくり・家
族も含め病院や関係機関との連携を
行う。
産後の赤ちゃん訪問や乳幼児健診、
育児相談会など子どもの視点のみな
らず母の心身の様子も引き続き確認
していく。
1歳を迎えた児の親についてもアプ
リのプッシュ通知でのアンケート回
答を促し、悩みや不安の解消の相談
窓口を周知していく。
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２　あらゆる暴力の根絶に向けた環境づくりの推進
（１）暴力防止に向けた啓発の促進

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和5年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和6年度目標設定

58
ＤＶ防止に向
けた啓発促進

ＤＶ防止啓発冊子の活用や広報・
ホームページを通じた意識啓発の充
実を図ります。また、若い世代の男
女に対し、将来にわたりＤＶの加害
者にも被害者にもさせないために、
中学校、高校におけるデートＤＶに
関する出前講座の実施などあらゆる
機会を通じた啓発運動を推進しま
す。

男女共同参
画推進室

デートＤＶを未然に防ぐことを
目的に、市内の高校を対象に、
デートＤＶ防止講座を行いま
す。

市内の２つの高校に事業実施の依頼を
行った結果、１校で９月に講座を実施し
ました。各教室でのリモート講義を行い
ました。受講後のアンケートでは、
「デートＤＶは意外と身近にあるんだな
と思いました。そして講習で習ったこと
を生かしていきたいと思います。」や、
「付き合っている人の束縛などもデート
ＤＶに入ることが驚きでした。」といっ
た感想があり、デートＤＶについて「あ
る程度理解できた」や「理解できた」と
いう割合は、96％でした。

市内２校のうち１校は実施できませんで
した。学校側には事業の趣旨は理解いた
だいており、来年度は是非実施したいと
いうことでした。引き続き、若年層への
ＤＶ防止への啓発に有効な機会であると
考え、学校側と連携しながら、事業実施
を継続していきます。

２つの高校に毎年実施できるように
引き続きご尽力願います。

デートＤＶを未然に防ぐことを目的
に、市内の高校を対象に、デートＤ
Ｖ防止講座を行います。

58
ＤＶ防止に向
けた啓発促進

ＤＶ防止啓発冊子の活用や広報・
ホームページを通じた意識啓発の充
実を図ります。また、若い世代の男
女に対し、将来にわたりＤＶの加害
者にも被害者にもさせないために、
中学校、高校におけるデートＤＶに
関する出前講座の実施などあらゆる
機会を通じた啓発運動を推進しま
す。

人権政策課

大学を含む学校関係には別途に
啓発がなされているが、事業所
や地域住民への啓発が十分でな
いため、広報紙等による啓発を
行っていく。

福津市人権・同和教育研究協議会でデー
トDVに関する出前講座の紹介をしたが、
申込がなく出前講座を実施する機会がな
かった。

啓発が不十分であったためか、出前講座
の実施の機会がなかった。今後も広報等
を通じて市民に周知していく必要があ
る。

社会人や事業所に対して「デート
DV」というものが、ピンとくる表現
ではない気がします。恋愛事情も変
わってきており、リアルデートな
し、ネットでの交際を経て結婚とい
うパターンも増えている中、「デー
トDV」というより、例えば「親しい
間柄の間でのＤＶ」みたいな言い方
を検討してもよいのではないでしょ
うか。

デートDVをはじめ、性犯罪や性暴力
に対する情報の提供を行うととも
に、人権擁護委員会とも連携した活
動を行っていきたい。

58
ＤＶ防止に向
けた啓発促進

ＤＶ防止啓発冊子の活用や広報・
ホームページを通じた意識啓発の充
実を図ります。また、若い世代の男
女に対し、将来にわたりＤＶの加害
者にも被害者にもさせないために、
中学校、高校におけるデートＤＶに
関する出前講座の実施などあらゆる
機会を通じた啓発運動を推進しま
す。

学校教育課

他の担当課と連携し、若い世代
の男女に対し、将来にわたりＤ
Ｖの加害者にも被害者にもさせ
ないために、中学校における
デートＤＶに関する出前講座や
教材などを周知し、積極的に活
用するよう校長会等で呼びかけ
ます。

若い世代の男女に対し、将来にわたりＤ
Ｖの加害者にも被害者にもさせないため
に、デートＤＶに関する授業を実施し，
啓発活動を行った。

特になし。

高校での授業に関する「成果・評
価」のように、「実施した」だけで
なく「どのような効果があったの
か」を質的量的に示していただきた
いと思います。そうしないと問題点
や課題は見つからないままです。さ
らなる効果的な方法も見出せませ
ん。

他の担当課と連携し、若い世代の男
女に対し、将来にわたりＤＶの加害
者にも被害者にもさせないために、
中学校におけるデートＤＶに関する
出前講座や教材などを周知し、積極
的に活用するよう校長会等で呼びか
けます。

59

被害者の保
護・自立支援
制度の周知と
情報提供

ＤＶや児童虐待、高齢者虐待等の被
害者に対し、その状況に応じて迅速
な対応ができるように関係機関と連
携を図りながら、被害者の保護と自
立のための情報提供を行います。

男女共同参
画推進室

被害者の保護と自立のため、庁
内の他の部署や外部の機関と連
携しながら、支援を行います。
また、専門の相談員を配置した
相談窓口が設置できるように取
り組みます。

今年度は男女共同画推進室への相談が２
９件、うちＤＶ被害は１４件でした。被
害者の保護と自立のために、庁内の他部
署や外部機関と連携して支援を行うこと
ができました。また、令和6年度も週１
回、午後から専門の相談員による面談相
談（ふくつこころと生き方の相談）を実
施します。

回数に制限がないので複数回受ける市民
も多かったので来年度の対策を考えてい
きます。

複数回受ける市民に対する「対策」
の意味がよく分かりません。「複数
回相談することを否定的に捉えて対
応する」のか「複数回相談してくる
方に、相談から一歩進んだ支援対応
を検討する」のか、どちらでしょう
か。

被害者の保護と自立のため、庁内の
他の部署や外部の機関と連携しなが
ら、支援を行います。専門の相談員
を設置した「ふくつこころと生き方
の相談」で性別に関わりない相談事
業を活用していきます。

59

被害者の保
護・自立支援
制度の周知と
情報提供

ＤＶや児童虐待、高齢者虐待等の被
害者に対し、その状況に応じて迅速
な対応ができるように関係機関と連
携を図りながら、被害者の保護と自
立のための情報提供を行います。

市民課

支援措置の手続きを行う際に、
対象者に「ふくつ女性ホットラ
イン」や福岡県等の相談窓口案
内資料を配布する。

対象者に相談窓口案内資料を配布しまし
た。また、他課への相談が必要な場合
は、相談窓口の案内を行いました。

特に問題はありません。

６年度の目標に、突然ロックのこと
が書かれていますが、これがどうい
う経緯で書かれているのか不明で
す。「特に問題はありません」の代
わりにその経緯を書いたほうが良い
と思います。

支援措置対象者の安全確保のため、
住民基本台帳システムと戸籍システ
ムへのロックを確実に行います。ま
た、男女共同参画推進室の「こころ
と生き方の相談」窓口の周知を行い
ます。
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59

被害者の保
護・自立支援
制度の周知と
情報提供

ＤＶや児童虐待、高齢者虐待等の被
害者に対し、その状況に応じて迅速
な対応ができるように関係機関と連
携を図りながら、被害者の保護と自
立のための情報提供を行います。

福祉課

障がい者虐待防止センターを設
置しており、障がい者虐待の予
防及び早期発見、虐待を受けた
障がい者の保護等に対する支援
を行うため、関係機関との連携
を行います。来年度は身体拘束
に関する研修を行い、正しい知
識の習得の指導を行う。
事業所職員を介して当事者若し
くはその家族に対し虐待に対す
る正しい認識が伝わるよう、実
務にあたる事業所職員に対し、
障がい児者虐待に関する研修を
複数回行う。

令和5年度新たに開設した福津市基幹相
談支援センター主導で障がい福祉サービ
ス事業所を対象に虐待防止に関する研修
を基礎編、応用編と年２回開催し、延べ
30事業所235名の参加があり、市内事業
所のスキルアップを行うことが出来た。
　また、市からも市内事業所向けに身体
拘束に精通する弁護士を講師に迎え、施
設における身体拘束に係る研修をオンラ
インで行った。

昨年度から引き続き、福岡県の実地指導
の内容から、市内事業所の身体拘束に関
しての認識誤り及び知識不足を感じる。

研修の実施によって、身体拘束に関
する認識誤り及び知識不足が改善す
ることを期待します。

福津市基幹相談支援センター内に障
がい者虐待防止センターを設置して
おり、障がい者虐待の予防及び早期
発見、虐待を受けた障がい者の保護
等に対する支援を行うため、関係機
関との連携を行います。事業所職員
を介して当事者若しくはその家族に
対し虐待に対する正しい認識が伝わ
るよう、実務にあたる事業所職員に
対し、障がい児者虐待に関する研修
を複数回行う。

59

被害者の保
護・自立支援
制度の周知と
情報提供

ＤＶや児童虐待、高齢者虐待等の被
害者に対し、その状況に応じて迅速
な対応ができるように関係機関と連
携を図りながら、被害者の保護と自
立のための情報提供を行います。

高齢者サー
ビス課

地域包括支援センターや関係機
関と連携しながら、高齢者虐待
等の被害者に対し、その状況に
応じて迅速に対応します。複合
問題や世代間問題などについて
も、庁内連携を深め、関係機関
との支援ネットワークの早期構
築を図ります。また、今年度実
施を予定している啓発研修につ
いて、対象の拡大等を検討し、
より多くの人への周知を図りま
す。

養護者による高齢者虐待として通報を受
ける件数が男女問わず増加しています。
養護者による高齢者虐待に関する研修を
実施することで通報件数が増加していま
す。虐待通報の敷居が低くなることで早
期発見早期解決の促進につながっていま
す。今後も深刻なケースに発展する前に
介入できるよう、高齢者と関わることの
多い介護支援専門員や事業所職員、民生
委員に対して虐待の気づきのサイン・通
報や相談の必要性を継続して伝えていく
必要があると考えます。

養護者による高齢者虐待の通報件数が増
加する中で、行政及び地域包括支援セン
ターで実施する虐待への対応を的確かつ
円滑に実施していくために、県等が実施
する研修に参加して知識を深めていくこ
とが求められる。また、それらによって
得た知識を専門職を含めた地域住民へ還
元していく取り組みも継続して実施して
いく必要がある。

通報件数が増えることによって、対
応が回らなくなる場合も出てくると
思います。支援ネットワークの早期
構築と人材育成について確実に進め
ていくことを期待します。

地域包括支援センターや関係機関と
連携しながら、高齢者虐待等の被害
者に対し、その状況に応じて迅速に
対応します。複合問題や世代間問題
などについても、庁内連携を深め、
関係機関との支援ネットワークの早
期構築を図ります。行政及び地域包
括支援センター職員も知識と対応力
向上の為に研修を受講し、専門職を
含めた地域住民等には今年度実施を
予定している啓発研修について、対
象の拡大等を検討し、より多くの人
への周知を図ります。

59

被害者の保
護・自立支援
制度の周知と
情報提供

ＤＶや児童虐待、高齢者虐待等の被
害者に対し、その状況に応じて迅速
な対応ができるように関係機関と連
携を図りながら、被害者の保護と自
立のための情報提供を行います。

こども課

（家児相）
各関係機関と連携を図り、被害
者の保護と自立のための情報提
供等の支援を行います。また、
子育て世代包括支援センターと
定期的に情報共有し、乳幼児健
診未受診者対応などの確認を行
います。

(家児相）
要対協管理の下、関係機関と連携し、被
害者の保護と自立支援を継続的に行いま
した。7月と11月に要対協の実務者向け
研修を実施し連携やや虐待対応について
理解を深めました。子育て世代包括支援
センターと月2回の会議で定期的に情報
共有し、虐待の発生予防・早期発見・発
生後にすみやかに適切な対応ができるよ
う努めました。

（家児相）
ポスター掲示やチラシ配布などで周知を
図りましたが、今後も継続し、周知先の
拡大も考えていきたいと考えています。

情報共有とネットワークの構築が重
要だと思います。周知先の拡大とと
もに連携を深めていっていただきた
いと思います。

（家児相）
各関係機関と連携を図り、被害者の
保護と自立のための情報提供等の支
援を行います。また、子育て世代包
括支援センターと定期的に情報共有
し、乳幼児健診未受診者対応などの
確認を行います。
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（２）暴力防止に向けた支援体制の充実
事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和5年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和6年度目標設定

60

被害者の保
護・自立支援
に向けた体制
の充実

関係課で構成する「ＤＶ等支援措置
関係課長連絡会議」を設置し、定期
的な情報交換、住民基本台帳の支援
措置等を定めた対応マニュアルの作
成を行います。

男女共同参
画推進室

定期的にＤＶ等支援措置関係課
長連絡会議を開催し、事務手続
きの確認を含めて情報共有を図
ります。
また、制度等に変更等があった
際は、随時対応します。

ＤV等支援措置関係課長連絡会議を開催
し、支援措置制度の確認や、窓口での対
応案件、支援措置名簿の取扱いについて
共有化しました。また、個別案件に対し
て、関係課長や部長を集めての対応会議
を行い、内閣府の対応マニュアルを参考
に、組織的に一致した対応をとるように
しました。

関係法制度の変更などを始めとして随時
情報を集めつつ、対応できるよう取り組
んでいきます。担当課長会議での共有化
し、検討する事項が増えているので、文
書化して積み重ねていくことが必要で
す。

マニュアル作成や上位法共有など着
実に進めていることが分かりまし
た。継続的な取り組みを期待しま
す。

定期的にＤＶ等支援措置関係課長連
絡会議を開催し、事務手続きの確認
を含めて情報共有を図ります。
また、制度等に変更等があった際
は、随時対応します。

61
児童虐待防止
に向けた取り
組みの推進

児童虐待の早期発見、虐待防止に向
けた啓発活動に取り組むとともに、
配偶者等からの暴力と児童虐待が関
連していることを念頭におき、関係
機関との連携を進めます。

こども課

（保育所）
宗像児童相談所、宗像遠賀保健
福祉環境事務所、宗像警察署、
市役所関係各課、保育所、幼稚
園、小・中学校、主任児童委員
と連絡を密に取り、虐待の防
止、早期発見に取り組みます。

（家児相）
宗像児童相談所、宗像遠賀保健
福祉環境事務所、宗像警察署、
関係各課、保育所、幼稚園、
小・中学校、主任児童委員と連
絡を密にとり、虐待の防止、早
期発見に取り組みます。要保護
児童等に関する情報共有システ
ムを整備し、円滑な情報連携方
法について検討します。

（大和）
関係機関との会議により、子どもの安全
について連携を取ることができました。
公立保育所であることから、市役所内で
の他課にも密に連絡が取りやすいです。

（家児相）
11月の児童虐待防止推進月間に、主任児
童員、福津市・宗像市・宗像警察署・児
童相談所と連携してJR福間駅・東福間駅
で啓発活動（チラシ配布）を行いまし
た。また、保・幼・小・中・高・放課後
デイ等に対し密に連携を取り、虐待の予
防や早期発見・対応に取り組んだほか、
地域や家庭からの相談に対応、家庭訪問
を実施し、虐待防止に取り組みました。
要保護児童等に関する情報共有システム
を整備しました。

（大和）
家庭内の事例に対しては、保育所に通園
する中では見えないことがあります。
（通園していない兄弟児など）市役所か
らの連絡によりわかるので、今後も連
絡、連携を密にしていきたいと思いま
す。

（家児相）
要保護児童等に関する情報共有システム
については、個人情報の管理等を鑑みな
がら、国の指針に沿って活用していきた
いと考えています。

大変な現場だと思いますが、綿密な
連携で子どもたちを支援していただ
きたいと思います。

（大和）
宗像児童相談所、宗像遠賀保健福祉
環境事務所、宗像警察署、市役所関
係各課、保育所、幼稚園、小・中学
校、主任児童委員と連絡を密に取
り、虐待の防止、早期発見に取り組
みます。

（家児相）
宗像児童相談所、宗像遠賀保健福祉
環境事務所、宗像警察署、関係各
課、保育所、幼稚園、小・中学校、
主任児童委員と連絡を密にとり、虐
待の防止、早期発見に取り組みま
す。

61
児童虐待防止
に向けた取り
組みの推進

児童虐待の早期発見、虐待防止に向
けた啓発活動に取り組むとともに、
配偶者等からの暴力と児童虐待が関
連していることを念頭におき、関係
機関との連携を進めます。

子育て世代
包括支援課

特定妊婦、児の安否確認がとれ
ないケースや養育環境が心配な
ケースについては、こども課の
家庭児童相談員や保育園・幼稚
園、児童相談所等の関係機関と
連携を図る。
また定期的にケース会議を行
い、各課との情報共有・役割分
担の明確化を行い、事案ごとに
チームを組織し支援計画に沿っ
て行動する。

特定妊婦については地区保健師を中心
に、こども課との定期的な会議で情報共
有を行い今後の見通しについて支援計画
を検討、状況に応じて支援計画を再立案
し支援を実施した。こども包括会議や要
保護児童対策協議会にて定期的に情報共
有を行い、各関係機関の共通認識を高め
た。

引き続きこども課の家庭児童相談員や保
育園・幼稚園、児童相談所、のびのびや
医療機関等の関係機関と連携を図り、各
ケースに応じたきめ細やかな対応を行っ
ていく。さらに社会資源の活用の拡大を
図って行く。

「問題点・課題」に書かれている社
会資源の活用とは、連絡や通信方法
の多様化拡大という意味でしょう
か。６年度の目標設定からはそう読
み取れますが、今一つ理解できませ
んでした。もう少し具体的に記述し
ていただければと思います。

特定妊婦、児の安否確認がとれない
ケースや養育環境が心配なケースに
ついては、こども課の家庭児童相談
員や保育園・幼稚園、児童相談所等
の関係機関と連携を図る。
また定期的にケース会議を行い、各
課との情報共有・役割分担の明確化
を行い、事案ごとにチームを組織し
支援計画に沿って行動する。
特定妊婦においては母子健康手帳交
付よりきめ細やかな観察・見守り・
支援を行い、状況に応じて相談窓口
の紹介を行うとともに相談しやすい
関係づくりに努める。相談窓口は面
談・電話だけにとどまらず、メール
やライン・アプリ等も検討してい
く。
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61
児童虐待防止
に向けた取り
組みの推進

児童虐待の早期発見、虐待防止に向
けた啓発活動に取り組むとともに、
配偶者等からの暴力と児童虐待が関
連していることを念頭におき、関係
機関との連携を進めます。

学校教育課

①学校との連絡体制の整備②児
童相談所・家庭児童相談所との
緊密な連携③ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ・ｽ
ｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ・指導主事による相談
体制の構築④個別のケース会議
による対応の協議を徹底し、児
童虐待の早期発見、児童虐待防
止に向けた啓発活動に取り組み
ます。

①小中学校で開催している月1回定例の
サポート会議へ担当指導主事が参加し、
適宜情報共有したり指導係ミーティング
での情報共有を図ったりしている。
②各校での虐待等の疑義が生じた場合、
その情報を確実に家児相及び児童相談所
へ確実につなげている。
③スクールカウンセラーの相談件数は
2,153件であった。相談の内訳は不登校
637件、友人関係333件、心身の健康369
件、家庭環境327件、虐待は1件であっ
た。
スクールソーシャルワーカーは3人体制
になり、全対応件数はＲ4年度の200件か
ら237件となった。対応件数の内訳は、
不登校関係83件、家庭環境16件、虐待22
件となっている。
④非常勤指導3人による個別会議への参
加は46回であったが、家庭環境や保護者
対応がほとんどであり、虐待関係そのも
のは4件程度であった。

特になし。

「問題点・課題」が特になかったの
で、５年度と６年度の目標設定は同
じになっているようですが、「成
果・評価」には各件数しか書かれて
いません。質的な評価も行ったうえ
で、より良い成果を残せるような目
標設定を行っていただくとさらに良
くなると思います。

①学校との連絡体制の整備②児童相
談所・家庭児童相談所との緊密な連
携③ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ・ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ・
指導主事による相談体制の構築④個
別のケース会議による対応の協議を
徹底し、児童虐待の早期発見、児童
虐待防止に向けた啓発活動に取り組
みます。

（３）相談体制の充実
事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和5年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和6年度目標設定

62
庁内相談体制
の充実

庁内各相談窓口が連携して問題解決
の促進を図ることができるよう、
「相談窓口担当者会議」を定期的に
開催し、情報交換を図るとともに、
誰もが安心して相談できる体制を整
備します。

男女共同参
画推進室

ＤＶ等支援措置関係課長連絡会
議と連動する形で、ＤＶ等相談
窓口担当者会議を実施し、制度
等の情報や窓口対応で気を付け
ておくべきこと、個別案件でど
のような対応をとったかなどの
共有化を行います。他部署の窓
口担当者と情報を共有しなが
ら、相談体制を整備します。

ＤＶ等相談窓口担当者会議を開催し、制
度の説明、事務の取り扱い等の確認と注
意喚起を行いました。相談案件について
は、他部署と連携を図りながら、相談者
への対応を行いました。庁外の施設との
連携が必要な事案もありましたが、適切
に対応をとることができました。

県等が主催する研修会等に参加してスキ
ルアップを図り、相談体制が充実するよ
うに取り組んでいきます。

「問題点・課題」に記述されている
相談体制の充実ですが６年度の目標
設定に反映されていません。どのよ
うにして相談体制を整備するのか、
具体的に記載していただければと思
います。

ＤＶ等支援措置関係課長連絡会議と
連動する形で、ＤＶ等相談窓口担当
者会議を実施し、制度等の情報や窓
口対応で気を付けておくべきこと、
個別案件でどのような対応をとった
かなどの共有化を行います。他部署
の窓口担当者と情報を共有しなが
ら、相談体制を整備します。

63
女性のための
法律相談の実
施

女性の人権に関する問題解決のため
に、女性の弁護士による女性に限定
した法律相談を実施します。

男女共同参
画推進室

市内在住の女性を対象にした無
料法律相談を年間４回（５月・
８月・１１月・２月）実施しま
す。

相談件数は、年間で１２件と定員割れを
起こした回もあった。相談内容は、全１
２件中、離婚８件、ＤＶ１件、その他３
件でした。

法的問題でお困りの方が相談できる機会
ですので、広報等で広く周知を図りま
す。
問題解決のための助けとなっており、引
き続き実施していきます。

どのように周知を図るのかの具体策
を検討し、相談機会を十分に活用し
ていただくように尽力いただきたい
です。

市内在住の女性を対象にした無料法
律相談を年間４回（５月・８月・１
１月・２月）実施します。

64
ふくつ女性
ホットライン
の活用

相談窓口の機能強化と相談者のニー
ズに応じた適切な情報提供を行うた
めに、専門の相談員による電話相談
を行います。

男女共同参
画推進室

ＮＰＯ法人福岡ジェンダー研究
所に委託して、ホットラインを
設置します。
広報紙やチラシ等での周知のほ
か、校長会など様々な場で周知
します。また、庁舎内において
も、男女共同参画推進員会議や
ＤＶ等支援措置関係課長連絡会
議、ＤＶ等支援措置窓口担当者
会議等でホットラインの活用に
ついて周知していきます。

　令和５年４月１日～令和６年３月３１
日の期間中に実施。３月末の延べ相談件
数は２８４件（全て電話相談）。うちＤ
Ｖに関することは１３件。相談内容で一
番多いのは「生き方」で８３件、次に
「健康問題」で６０件、「夫婦関係」で
４６件の順でした。過去５年間との比較
では、一番件数が少ない年となりまし
た。
相談は、継続頻回の相談者が複数いると
思われ、共同設置する自治体の中でも相
談件数が多くなっています。
　ＤＶ、夫婦・家族の問題、虐待、セク
シャル・ハラスメント、健康問題など相
談内容は多岐に渡っており、女性からの
悩み事の相談窓口として機能していま
す。

男性やＬＧＢＴの方の相談窓口、ホット
ラインなどの設置については、県が設置
しているので、そちらを紹介していきま
す。
県や国の相談窓口の設置状況に、引き続
き注視して、対応できるように取り組ん
でいきます。
今後は「ふくつこころと生き方の相談」
も実施しながら、どういった相談体制が
よいのか検討していきます。

質的な成果・評価をもとに、より充
実した相談体制を構築していただき
たいと思います。

ＮＰＯ法人福岡ジェンダー研究所に
委託して、ホットラインを設置しま
す。
広報紙やチラシ等での周知のほか、
校長会など様々な場で周知します。
また、庁舎内においても、男女共同
参画推進員会議やＤＶ等支援措置関
係課長連絡会議、ＤＶ等支援措置窓
口担当者会議等でホットラインの活
用について周知していきます。
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Ⅴ　あらゆる場面で男女がともに参画できる環境づくり
１　政策・方針決定の場での男女共同参画の推進
（１）審議会等への女性参画の促進

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和5年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和6年度目標設定

65
審議会・委員
会等への女性
の積極的登用

女性の登用が進んでいない一部の審
議会等については、担当課から事情
を聞きながら、少しずつ改善が図ら
れるよう取り組んでいきます。

男女共同参
画推進室

市が設置する審議会等につい
て、女性の積極的登用が進めら
れるよう、審議会委員数調査継
続して他部署に働きかけていき
ます。

審議会委員等の女性登用率は、40.8％
(令和６年３月末)となり、１０分の４を
超えています。

女性の登用が進んでいない一部の審議会
等については、担当課から事情を聞きな
がら、少しずつ改善が図られるよう取り
組んでいきます。

具体的な方法を提示し、働きかける
必要があると思います。例えば、再
募集をかける。とかです。

市が設置する審議会等について、女
性の積極的登用が進められるよう、
審議会委員数調査継続して他部署に
働きかけていきます。

66
委員公募制の
推進

「附属機関の委員の委嘱基準等に関
する規程」に基づき、審議会等の委
員の公募制度を推進し、市民参画を
進めます。

総務課

公募委員の募集にあたっては、
広報紙への掲載だけでなく、
ホームページ等の電子媒体も活
用しながら、周知の工夫を図り
ます。

公募委員の募集にあたっては、広報紙へ
の掲載だけでなく、ホームページ等の電
子媒体も活用しながら、周知の工夫を図
ります。

令和6年1月の募集では広報紙だけでな
く、新たにホームページに特設ページを
開設したほか、FacebookやLINEで公募委
員の募集の周知を行い、計7つの附属機関
に対し、14人の応募がありました。

ほぼ、目標と成果が同じで、成果・
評価になってないです。あと、工夫
の具体案を明示すべきです。

委員を公募する際には、引き続き、
広報紙やホームページなど、市のあ
らゆる広報媒体を用いて実施しま
す。

67
定期的な登用
状況の調査・
公表

地方自治法第２０２条の３に基づく
審議会等における女性の登用状況に
ついて調査し、ホームページ等で公
表します。また、行政各分野、地域
団体における女性の登用状況につい
ても調査・公表を行います。

男女共同参
画推進室

他部署に協力を仰ぎながら、年
度末に調査を行い、結果を公表
します。

審議会委員等の女性登用率は、40.8％
(令和６年３月末)となりました。年次報
告書等により、市ホームページで公表を
行います。

女性の登用が進んでいない一部の審議会
等については、担当課から事情を聞きな
がら、少しずつ改善が図られるよう取り
組んでいきます。

目標は、達成されてます。追加で、
広報誌に掲載しても良いかと思いま
す。

他部署に協力を仰ぎながら、年度末
に調査を行い、結果を公表します。

68

政策・方針決
定過程への女
性の参画拡大
に向けた意識
啓発

公的機関、地域の諸団体、各市民団
体に対し、女性の積極的登用を啓
発・要請します。今後は、「男女共
同参画地域推進員」を通じ、各郷づ
くり推進協議会に出前講座の開催を
働きかけ、講座を通じた意識啓発に
努めます。

男女共同参
画推進室

男女共同参画地域推進委員を通
して、出前講座の利用を呼びか
けるとともに、郷育カレッジ講
座や主催事業等の機会も活用し
て、継続して地域における女性
の登用を訴えていきます。

男女共同参画地域推進委員等を通じて、
男女共同参画推進室が行う講座等を周知
し、参加を促し、出前講座の開催を呼び
かけました。また、出前講座等で女性の
登用の必要性を伝えました。

引き続き、男女共同参画地域推進委員な
どを通じて、講座の周知を図ります。地
域推進員から出前講座の申込をしていた
だけるようにすることが課題です。

申し込みをして頂けるような具体案
を考える必要があると思います。

男女共同参画地域推進委員を通し
て、出前講座の利用を呼びかけると
ともに、郷育カレッジ講座や主催事
業等の機会も活用して、継続して地
域における女性の登用を訴えていき
ます。

（２）政治への女性参画の促進
事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和5年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和6年度目標設定

69

選挙の投票率
を高めるため
の選挙啓発の
充実

男女がともに社会を担うという機運
の醸成のため、選挙権・被選挙権を
生かして政治に参画することを啓発
します。また、投票立会人の選出等
の機会を通じて、女性や若年層の参
画機会の拡充を図ります。

総務課

明るい選挙推進協会や県選管と
連携しながら、小中学校・高校
への出前講座や、選挙資材の貸
し出し、ポスターコンクールの
作品募集を行います。また、他
市の事例を参考に、政治参画や
投票行動に結びつくような取り
組みについて研究します。

明るい選挙推進協会や県選管と連携しな
がら、小中学校・高校への出前講座や、
選挙資材の貸し出し、ポスターコンクー
ルの作品募集を行います。また、他市の
事例を参考に、政治参画や投票行動に結
びつくような取り組みについて研究しま
す。

今年度は、出前講座の要請はなかったも
のの、ポスターコンクールでは、市内中
学校の協力により、122点の作品が集まり
ました。また、2年に一度実施している期
日前投票の投票立会人の募集について
は、郵送による受付に加え、新たにオン
ラインによる受付を実施し、計81人の応
募がありました。

目標と成果・評価が同じで、語尾が
未来形なのは変です。各目標に対し
て○、☓。そして、その理由等を書
くべきだと思います。

平成28年の公職選挙法の改正によ
り、投票所に同伴できる子どもの年
齢が幼児から18歳未満に拡大され、
子どもと一緒に投票所へ来所できる
環境となりました。また、期日前投
票の期間中は、ふくつミニバスでの
投票所来所者に対し、乗車賃を無料
としています。これらについて、改
めて選挙時のお知らせの発行やホー
ムページへの掲載により周知を行い
ます。

70
市議会への傍
聴推進

市政への関心が高まるよう、定例会
日程をホームページ等で周知し、市
議会への傍聴を推進します。

議事課

コロナ対策による傍聴制限は解
除したが、引き続き外出を控え
る方や来庁が難しい方に関心を
持ち続けてもらい、より深く議
会を知ってもらう機会を確保す
るため、予算審査特別委員会と
決算審査特別委員会のインター
ネット中継を実施する。
併せて、録画配信の業務につい
て、中継を委託している業者と
検討を進める。

市民の関心が高い予算審査特別委員会、
決算審査特別委員会のインターネット中
継を行い、様々な事情で来庁できない方
にも、議会の様子を知ってもらう機会を
確保した。
録画配信を行うことで、開会時間に視聴
できない方にも、議会を見てもらえるよ
うにしている。

インターネット中継の事を来庁してから
知る人や、来庁したものの傍聴受付時間
に間に合わなかった人、来庁時には議事
日程が終了している人がいたため、都合
をつけるのが難しい場合でも、インター
ネット中継や録画配信で傍聴できる旨
を、今後も引き続き丁寧に周知していく
必要がある。

とても良いと思います。

現在は本会議と予算審査特別委員
会、決算審査特別委員会の中継を
行っているが、議会に関心がある人
の傍聴機会をより確保するために、
常任委員会のインターネット中継実
施についても検討を行う。

71
政治学級への
参加促進

政治への関心を高めるため、市内の
市民団体等に政治学級リーダー研修
会への参加を呼びかけます。

総務課

現在、政治学級リーダー研修会
は開催されていませんが、政治
への関心を高める機会である、
郷育推進課のまちづくり講座出
前編に選挙に関する講座につい
て、他自治体が開催している内
容等を調査し、次期の講座の内
容に反映できるように取り組み
ます。

今年度は講座の開催はありませんでした
が、選挙管理委員会事務局として、他自
治体の主権者教育等の事例発表会や研修
会に参加し、情報収集を行いました。

女性の参加者は商品券等を渡してはどう
でしょうか？

この内容を、郷育カレッジの開校式
に組み込んでどうでしょうか。

現時点で、政治学級リーダー研修会
は実施していませんが、郷育推進課
のまちづくり講座出前編の選挙に関
する講座や、小中学校・高校への出
前講座においては、市民の政治への
関心が少しでも高まるきっかけづく
りとなるよう、他自治体の取り組み
を参考に、年代や性別に合わせた内
容にします。
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２　男女共同参画を推進する人材の育成
（１）女性リーダー育成の促進

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和5年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和6年度目標設定

72
女性リーダー
の交流会の実
施

審議会等委員や、郷づくり推進協議
会、自治会、ＰＴＡなど地域におけ
る各種団体の女性メンバー同士で交
流会を実施し、意見交換等を行うこ
とで、女性リーダーの育成及び地域
活動における女性の参画拡大を目指
します。

男女共同参
画推進室

人材育成セミナーと統合して実
施し、講師や内容を検討しなが
ら、参加した女性たちが地域や
会議など意思決定の場に踏み出
していけるような取り組みを行
います。

まちづくりや男女共同参画を推進する
リーダーとして、あるいは、市の審議会
等に参画し、政策・方針決定の場で活躍
できる人材を育成することを目的とし
て、男女共同参画人材育成セミナーを実
施しました。
今年度は、２月２１日（水）に「自分を
大切に、相手を理解する魔法の言葉」と
題しセミナーを開催しました。地域や社
会で女性が自信を持ち、自分の思いを発
言するスキルを身につける事が目的でし
た。参加者には相手を理解するには、ま
ずは自分を知る事が大切、話を聞く大切
さを学べたと好評でした。参加定員２０
名のところ、３６名の方々に参加してい
ただきました。

集客層の設定（特に年齢）を絞った方が
良いとは思いますが、幅広い年代にも受
講して欲しいので難しいところです。

セミナーの開催は、とても良いと思
います。
それと知りたいのは、女性の意思決
定の場への参加者数の増減です。

人材育成セミナーと統合して実施
し、講師や内容を検討しながら、参
加した女性たちが地域や会議など意
思決定の場に踏み出していけるよう
な取り組みを行います。

73
女性リーダー
養成講座の実
施

女性人材育成セミナーなど女性を対
象とした講座を開催し、次のリー
ダーとしての資質を高める機会とす
るとともに、政策・方針決定の場へ
の女性の参画を促進します。また、
セミナーなどの情報提供に努めま
す。

男女共同参
画推進室

地域やグループの中で生かせる
スキルを見つける機会として、
テーマ等に工夫しつつ、実施し
ます。

まちづくりや男女共同参画を推進する
リーダーとして、あるいは、市の審議会
等に参画し、政策・方針決定の場で活躍
できる人材を育成することを目的とし
て、男女共同参画人材育成セミナーを実
施しました。
今年度は、２月２１日（水）に「自分を
大切に、相手を理解する魔法の言葉」と
題しセミナーを開催しました。地域や社
会で女性が自信を持ち、自分の思いを発
言するスキルを身につける事が目的でし
た。参加者には相手を理解するには、ま
ずは自分を知る事が大切、話を聞く大切
さを学べたと好評でした。参加定員２０
名のところ、３６名の方々に参加してい
ただきました。

集客層の設定（特に年齢）を絞った方が
良いとは思いますが、幅広い年代にも受
講して欲しいので難しいところです。

内容が72と同じなので、意見も同じ
です。

地域やグループの中で生かせるスキ
ルを見つける機会として、テーマ等
に工夫しつつ、実施します。
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（２）男女共同参画の視点に立った人材育成セミナー等の実施
事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和5年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和6年度目標設定

74
女性人材育成
セミナーの実
施

男女共同参画の視点に立ったまちづ
くりへの理解を深め、審議会等委員
への登用につなげるため、セミナー
を通じた女性の資質向上や人材育成
を進めます。

男女共同参
画推進室

女性の審議会登用拡大を意識し
て、テーマ等を工夫しながら実
施します。
また、男性への意識付けは、女
性の参画拡大の基礎となるもの
と考えますので、男性への周
知・啓発の機会も考えていきま
す。周知には広報、ライン、
フェイスブック等を積極的に活
用し、多くのかたに見ていただ
き、かつ、誰もが理解しやす
く、関心を持っていただけるよ
うな情報発信を行います。

まちづくりや男女共同参画を推進する
リーダーとして、あるいは、市の審議会
等に参画し、政策・方針決定の場で活躍
できる人材を育成することを目的とし
て、男女共同参画人材育成セミナーを実
施しました。
今年度は、２月２１日（水）に「自分を
大切に、相手を理解する魔法の言葉」と
題し「クロスロード」を使って学びまし
た。
セミナーの講師には、株式会社イーリア
ス代表の天野英樹さんをお招きしまし
た。
２０名の定員で３６名が参加しました。
地域や社会で女性が自信を持ち、自分の
思いを発言するスキルを身につける事が
目的でした。参加者には相手を理解する
には、まずは自分を知る事が大切、話を
聞く大切さを学べたと好評でした。

今年度は、定員を超える申し込みえだっ
たので16名超過で受け入れ、途中でHPの
申込フォームを閉じました。多くの市民
に受講していただきたいが受け入れ体制
については検討します。

ほぼ、完璧だと思います。予想を上
回る参加希望者数でした。ただ、残
念なのは途中で参加フォームを閉じ
たことです。講師の都合等はあるで
しょうが、参加枠をさらに拡大する
とか、後日に２回目を開催すると
か、次年度は具体案を準備しておく
必要があるかと思いました。

女性の審議会登用拡大を意識して、
テーマ等を工夫しながら実施しま
す。
また、男性への意識付けは、女性の
参画拡大の基礎となるものと考えま
すので、男性への周知・啓発の機会
も考えていきます。周知には広報、
ライン、フェイスブック等を積極的
に活用し、多くのかたに見ていただ
き、かつ、誰もが理解しやすく、関
心を持っていただけるような情報発
信を行います。

75
男女共同参画
ワーキング会
議の設置

毎年度、市が設定した男女共同参画
促進施策に関するテーマについて、
男女共同参画ワーキング会議を設置
し、調査研究を進めます。また、メ
ンバーが固定化しないよう、より多
くの人に参加を呼びかけます。

男女共同参
画推進室

今年度も市が設定した男女共同
参画促進施策に関するテーマに
ついて、男女共同参画ワーキン
グ会議を設置し、継続して調査
研究を進めます。

家庭生活や地域活動の場での市民のコ
ミュニケーションのスキルアップと男女
共同参画の啓発を主な目的として、３回
連続の「心のケア」講座を実施しまし
た。各回定員20名の計60名のところ、の
べ５６名が参加しました。講義やワーク
を体験して、心のケアについて学びまし
た。「このままの自分でいいんだ」や、
「今日から生活で実践したい」といった
声が多くありました。

「メンタルヘルス」「自分」「心」「コ
ミュニケーション」といった内容に需要
が高まっているように感じます。次年度
もより多くの方に参加していただけるよ
うな企画を行い、周知方法を工夫しま
す。

ワーキング会議素晴らしいです。継
続的な実施を望みます。

今年度も市が設定した男女共同参画
促進施策に関するテーマについて、
男女共同参画ワーキング会議を設置
し、継続して調査研究を進めます。

76
公募型男女共
同参画講座の
実施

受講グループを公募し、男女がとも
に歩むまちづくりを推進する学習の
支援と人材の育成をします。今後
は、実施グループが固定化しないよ
う、広報の充実や未実施の団体へ直
接呼びかけを行います。

男女共同参
画推進室

男女共同参画地域推進委員等に
ご協力いただきながら、講座の
受け入れを検討いただくととも
に、引き続き、郷育カレッジの
講座も実施します。

郷育カレッジ講座の中の１講座として、
男女共同参画講座を市中央公民館で実施
しました。

男女共同参画地域推進員を通じて、各郷
づくり推進協議会に、チラシを配布した
り、体験型のクロスロードゲームを提案
したりするなどしていますが、出前講座
のお申込みに結びつかないことが課題で
す。

出前講座に結びつかないこと、それ
こそが福津市民の課題だと感じまし
た。
または、特に男性が家事で困ってい
ることなどに応じた講座等も良いか
もしれませんね。

男女共同参画地域推進委員等にご協
力いただきながら、講座の受け入れ
を検討いただくとともに、引き続
き、郷育カレッジの講座も実施しま
す。
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計画の推進
１　模範となり率先して行う市の取り組み
（１）市職員の男女共同参画意識の確立

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和5年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和6年度目標設定

77

男女がともに
歩むまちづく
り条例の市職
員への周知徹
底

研修等を通じ、「男女がともに歩む
まちづくり条例」の市職員への周知
徹底を図ります。

男女共同参
画推進室

男女共同参画推進委員会や新人
職員研修の開催を通じて、職員
への条例の周知を図り、男女共
同参画に関わるテーマの学習の
機会を作ります。条例の意義を
今一度見直す機会を設け、引き
続き、職員の意識醸成を促しま
す。

男女共同参画推進委員会や新人職員研修
の場で、条例や都市宣言を取り上げ、周
知を行いました。また、併せて男女共同
参画に関わるテーマを取扱い、市の男女
共同参画の取り組みについて説明しまし
た。職員が条例について触れる機会と捉
え、引き続き、職員の意識醸成を促しま
す。

今後も継続して研修が実施できるように
働きかけていきます。

職員の日常的業務の中で、福津市の
男女共同参画の考え方を示すことで
きるように、いっそう効果的な研鑽
の機会を設けるとともに具体的な成
果を示すよう努めていただきたい。

男女共同参画推進委員会や新人職員
研修の開催を通じて、職員への条例
の周知を図り、男女共同参画に関わ
るテーマの学習の機会を作ります。
条例の意義を今一度見直す機会を設
け、引き続き、職員の意識醸成を促
します。

78
ハラスメント
防止対策の推
進

「セクハラ防止マニュアル」の周知
を図るとともに、ハラスメント防止
研修や相談窓口の充実を通じ、ハラ
スメントを防止する職場づくりを進
めます。

男女共同参
画推進室

ハラスメント問題が発生するこ
とのないように、ハラスメント
相談窓口の総務課と協力し、ハ
ラスメント防止の周知を行いま
す。また、男女共同参画推進室
の職員はハラスメント相談員で
もあるため、相談員研修を受講
し、適切な相談対応がとれるよ
うにします。

男女共同参画推進委員会を通じて、取り
組みの周知を行ったほか、新規採用職員
研修では相談窓口等の案内を行いまし
た。また、総務課主催のハラスメント相
談員研修を受講しました。

特になし。

市役所内でのハラスメント防止だけ
ではなく、市民全体に対しても啓発
の機会を設け、ハラスメントに関す
る意識啓発に力を入れていただきた
い。

ハラスメント問題が発生することの
ないように、ハラスメント相談窓口
の総務課と協力し、ハラスメント防
止の周知を行います。また、男女共
同参画推進室の職員はハラスメント
相談員でもあるため、相談員研修を
受講し、適切な相談対応がとれるよ
うにします。

78
ハラスメント
防止対策の推
進

「セクハラ防止マニュアル」の周知
を図るとともに、ハラスメント防止
研修や相談窓口の充実を通じ、ハラ
スメントを防止する職場づくりを進
めます。

人事秘書課

ハラスメント予防研修を今年度
も２回実施します。受講対象外
の職員には、受講者が研修の内
容を伝えて全員が理解を深める
ようにします。相談員研修も実
施します。
ハラスメント防止の啓発のため
のお知らせを、全職員に対して
年に２回発信します。

予定通り、予防研修を２回実施し、７６
名受講しました。受講者には、所属課で
回覧をするなどして内容を周知すること
とし、組織全体の啓発に繋げています。
相談員研修は、相談員に加え部長級職員
も対象として実施しました。
防止の啓発について全職員への周知を２
回実施しました。

受講し正しい知識を得ても、時代が進ん
でハラスメントに係る情報に変化がある
ことも考えられます。また、予防への意
識が薄れてしまわないよう職員の受講は
１度ではなく、数年に１回受講するよう
毎年着実に実施していく予定。

市職員全体に対して、ハラスメント
に関する正しい認識を深めるととも
に、研修だけでなく市職員に対する
実態調査等を実施することによっ
て、実態把握と防止対策の実効性に
ついて評価できるようにしていただ
きたい。

ハラスメント予防研修を２回実施し
ます。受講職員が研修の内容を受講
対象外職員に伝えて全員が理解を深
めるようにします。相談員研修も実
施します。
ハラスメント防止の啓発のためのお
知らせを全職員に対し年に２回発信
します。
当事業の実効性について確認する方
法を検討します。

79
男女共同参画
に関する職員
研修の充実

男女共同参画に対する職員の意識改
革を図るため、県主催の講座への参
加を通じ男女共同参画の視点を持っ
た行政を推進します。

人事秘書課

新採職員に対して、４月に庁舎
内の研修を行い５月頃にある県
主催の行政職員のための男女共
同参画セミナーを受講させま
す。他の職員には男女共同参画
講座等の情報を掴んで、受講案
内を行います。

新採職員に対して、４月実施の男女共同
参画研修に２３人中２３人参加。県主催
の男女共同参画セミナーには昨年未受講
者を含めた対象者２３人中２１人参加。
９月実施のクロスロードを使用した男女
共同参画研修に１８人中１４人参加。
女性リーダー育成の研修を１名受講しま
した

成果の把握を、数値等で見えるようにす
るのは難しいです。アンケートには、講
演の中に知らなかった事があった、など
学びに繋がった効果を感じるコメントは
書かれていました。

県主催研修への参加など評価できる
点は多い。研修後のアンケートを工
夫することでその成果を把握するこ
とはできるのではないかと思われ
る。

新採職員に対して、庁舎内研修、県
主催の行政職員のための男女共同参
画セミナーを受講させます。他の職
員には男女共同参画講座等の情報を
掴んで、受講案内を行います。
受講後のアンケート実施により成果
の把握に努めます。

80

特定事業主行
動計画「み・
ら・い行動計
画」の推進

「み・ら・い行動計画」の周知を図
り、仕事と家庭を両立できる職場環
境の整備に努めます。

人事秘書課

「み・ら・い行動計画」を周知
し、管理職を中心に説明をする
など啓発を行い計画を推進しま
す。管理職には、機会をとらえ
て理解の促進と環境整備を促し
ていきます。

行動計画については、職員に周知したう
えで、いつでも見れるよう掲載し、計画
策定に際して部長級職員に内容を説明
し、目標と取り組みを共有した。

行動計画の目標や取り組みについて、各
職員が他人事と思わないよう、意識づけ
をするために、随時周知をしていく必要
があります。

行動計画が具体的な取り組みにつな
がるように、引き続き管理職への意
識づけを進めてください。

行動計画について職員全体に周知を
行うほか、管理職に対しては対面で
目標や取り組み内容について説明を
行うなどして計画を推進します。

81

男女の職域拡
大と女性の管
理職への登用
促進

職員の必要な能力を高め、資質の向
上を図るとともに、すべての職域に
男女を問わず配置されるよう職域拡
大に努めます。また、能力に応じた
女性職員の管理職への登用を促進し
ます。

人事秘書課

性別にとらわれない、職員の能
力に応じた登用や人材配置を引
き続き行います。また、昇任試
験の制度については、能力に応
じた登用につなげるため更に見
直しを検討します。登用を望ま
ないケースについて対応を検討
します。

登用や人材配置は引き続き、性別にとら
われないよう配慮して行いました。
昇任試験制度については、令和４年度に
大きく変更したため今年度はその振り返
りを始め、６年度に改正を行う予定とな
りました。
女性リーダー育成のための女性管理職対
象研修（民間主催）を１名受講し、研修
報告会にて講師となり市職員に報告しま
した。

管理職への昇任に対する意欲のある職員
が女性に少ないこと、女性管理職になら
れても定年の年齢に達する前に自身の都
合で退職される方がおられることが推進
が難しい点です。

女性管理職の意見交換会やロールモ
デルを示すなど、女性職員に対する
エンパワーメントとなるような企画
を期待します。

性別にとらわれない、職員の能力に
応じた登用や人材配置を引き続き行
い、職位に応じたマネジメントに関
する研修等を実施します。また、昇
任試験の制度については、能力に応
じた登用につなげるため見直しを行
います。登用を望まないケースにつ
いての対応も検討します。
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82

男女共同参画
の視点に配慮
した広報の作
成

男女共同参画表現ガイドラインに
沿って、男女共同参画に配慮した表
現方法の徹底を推進します。

人事秘書課

引き続き、男女共同参画の視点
に配慮した広報紙およびホーム
ページ制作を行います。例え
ば、特集などで登場する人物を
男性ばかり、もしくは女性ばか
りに限定せず、男女ともに登場
させるなどの配慮をします。ま
た、担当部署からの原稿を広報
紙および市公式ホームページで
積極的に広報します。

令和5年度は、レギュラーページ「めざ
そう男女がともに歩むまち」を奇数月に
計６回、１２月号で見開き１ページのお
知らせ、情報広場で無料法律相談や講演
会・講座開催のお知らせなどの記事を掲
載しました。
また、講演会やセミナーが開催された際
には取材に出向き、その様子を「まちの
わだい」にも掲載しました。
広報紙及びホームページを制作するにあ
たり、性差別用語など不適切な表現を使
用しないよう、男女共同参画の視点に配
慮しました。

特集で登場する人物を男性ばかり、もし
くは女性ばかりに限定しないよう配慮し
たが、男性のみの登場となってしまった
特集もあった。

広報は、市民に対して福津市の男女
共同参画まちづくりの姿勢を示し、
「啓発」という点でも大きな役割を
担っています。担当者がジェンダー
センシティブな表現方法を学ぶ機会
などを設けるとよいのではないかと
思います。

引き続き、男女共同参画の視点に配
慮した広報紙およびホームページ制
作を行います。特集での登場人物
は、男性ばかり、女性ばかりになら
ないよう、企画段階から配慮し、担
当部署との打ち合わせを行う。

２　推進体制の充実
（１）庁内推進体制の充実

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和5年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和6年度目標設定

83
男女共同参画
推進本部体制
の充実

全庁一体となったプランの推進役と
して、進捗状況を調査・評価し、各
分野において横断的な進行管理を行
います。

男女共同参
画推進室

第２次プランが適切に進められ
るよう調査・評価するととも
に、庁内における女性登用が引
き続き進むように働きかけてい
きます。

女性職員（管理職）の登用状況は管理職
総数44人中女性8人（女性比率％）でし
た。昨年度は18,2％でした。

特になし。

第2次プランの成果を確認する時期に
来ているため、現状把握のための調
査データを検討する必要がありま
す。昨年の意見にも記したように、
その際には男女比だけでなく、年
齢、職階、地域等の細やかなデータ
分析を求めます。

第２次プランが適切に進められるよ
う調査・評価するとともに、庁内に
おける女性登用が引き続き進むよう
に働きかけていきます。

84
男女共同参画
推進委員会の
充実

「男女共同参画プラン・ふくつ」の
一体的な推進を図るため、各課から
１名推進委員を選出し、職員リー
ダーとして調査研究を行うととも
に、各職場での意識啓発を図りま
す。

男女共同参
画推進室

第２次プランが各部署において
適切に進められるように、男女
共同参画推進委員を中心に取り
組んでいくよう、推進員会議を
開催するなどして働きかけてい
きます。

第２次プランの個別事業が各課におい
て、プランに沿った取り組みがなされて
いるのかを確認してもらっています。ま
た、事業の移管などで担当が変更になっ
ている場合には連絡・修正をお願いして
います。

各課の推進委員の取り組みだけに依存す
るのではなく、男女共同参画推進室とし
ても各課の取り組みには注視していきま
す。また、推進委員会議を通じて、事業
実施の際には、男女共同参画の視点を
持って取り組んでもらうことを依頼しま
した。

引き続き、第２次プランの進捗状況
の確認のため、推進委員会議を積極
的に行っていただきたい。審議会へ
も会議内容についてフィードバック
をお願いしたい。

第２次プランが各部署において適切
に進められるように、男女共同参画
推進委員を中心に取り組んでいくよ
う、推進員会議を開催するなどして
働きかけていきます。

85
男女共同参画
審議会の設置

男女がともに歩むまちづくり基本条
例第14条に基づき設置し、プランの
進捗状況を点検・評価するととも
に、男女共同参画社会の形成促進に
関する事項について調査・審議し、
政策提言します。

男女共同参
画推進室

審議会委員から、市の施策に対
し多様なご意見がいただけるよ
うに、また、審議会委員がス
ムーズに評価・点検作業が行え
るように、適切な情報提供を
行っていきます。

令和４年度事業について、審議会で点
検・評価を行いました。審議会委員から
のご意見は、男女共同参画推進委員会議
を開催して各課に通知し、令和５年度事
業の進捗管理や令和６年度の目標設定等
に活用されました。

各課の成果・評価、目標設定などの記入
について、具体的でなかったり、努力目
標になっていたりといった部分がなよう
に、年度末に推進委員会議を開催し①具
体的な成果・評価などを記入すること②
努力目標ではなく行動目標を記入するこ
となどを推進委員に説明しました。今後
も、審議会委員が評価・点検しやすいよ
うにするために、各課に審議会でのご意
見を伝えていきます。

今回、成果・評価･目標設定に改善が
見られた部署があったことは評価で
きると思います。次期プラン策定に
向けて、実効性のある有意義な審議
ができるように協力して行きたいと
思います。

審議会委員から、市の施策に対し多
様なご意見がいただけるように、ま
た、審議会委員がスムーズに評価・
点検作業が行えるように、適切な情
報提供を行っていきます。

（２）プランの進捗管理と情報の公表
事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和5年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和6年度目標設定

86

男女共同参画
推進状況報告
書（年次報告
書）の作成と
公表

男女がともに歩むまちづくり基本条
例第9条に基づく年次報告書を作成
し、ホームページ等に掲載し市民に
公表します。

男女共同参
画推進室

年度内の各事業を適宜記録して
いきながら、わかりやすく、見
やすい報告書の作成を行いま
す。

文章表現だけでなく、イラストや写真を
活用し、分かりやすい構成を行いまし
た。

特になし。 特にありません。
年度内の各事業を適宜記録していき
ながら、わかりやすく、見やすい報
告書の作成を行います。

87
男女共同参画
促進施策の議
会への報告

男女がともに歩むまちづくり基本条
例第9条に基づき、毎年、男女共同参
画推進事業計画をたて、議会に報告
します。

男女共同参
画推進室

昨年度と同様に、全員協議会の
中で報告します。

全員協議会で、令和４年度男女がともに
歩むまちづくり報告書を提出し、報告し
ました。また、ホームページに掲載し、
市民に公表しました。

特になし。

議会への報告や議員の意見などにつ
いて、審議会にフィードバックして
いただき、審議に活かしたいと思い
ます。

昨年度と同様に、全員協議会の中で
報告します。

88

男女共同参画
社会に関する
住民意識調査
の実施

男女共同参画社会の形成促進に関す
る市民意識を把握し、施策に反映さ
せるため、定期的に住民意識調査を
実施します。

男女共同参
画推進室

今年度は意識調査の予定はあり
ませんが、国や県、他の自治体
の調査結果等の情報収集を行い
ながら、現状把握に努めます。
新しい課題等があれば、講座実
施後のアンケートを利用して、
簡易的に意識調査を行う等の工
夫はしていく予定です。

令和５年度は調査を行いませんでした。
令和６年度は意識調査の予定はありませ
ん。

特にありません。

今年度は意識調査の予定はありませ
んが、国や県、他の自治体の調査結
果等の情報収集を行いながら、現状
把握に努めます。
新しい課題等があれば、講座実施後
のアンケートを利用して、簡易的に
意識調査を行う等の工夫はしていく
予定です。

89
プランの策
定・見直し

プランの進捗状況及び住民意識調査
の結果等を踏まえプランを見直し、
社会情勢に即した計画を策定しま
す。

男女共同参
画推進室

今年度は、見直しの年ではあり
ませんので、第２次プランの内
容に沿った取り組みが庁内で適
切に進められていくように、各
部署に働きかけていきます。

事務移管等により担当課が変更になる等
が発生しましたので、関係課と調整を行
い、随時修正を加えました。

今年度はプランの策定・見直し作業はあ
りませんでした。職員への計画の周知を
行い、各部署で男女共同参画の視点で事
業に取り組むように呼び掛けました。

特にありません。

今年度は、見直しの年ではありませ
んので、第２次プランの内容に沿っ
た取り組みが庁内で適切に進められ
ていくように、各部署に働きかけて
いきます。
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